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平成22年12月１日（水曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成22年度宮崎県一般会計補正

予算（第８号）

○議案第２号 平成22年度宮崎県営国民宿舎特

別会計補正予算（第１号）

○議案第３号 平成22年度宮崎県港湾整備事業

特別会計補正予算（第１号）

○議案第７号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第10号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第11号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及

び調停について（別紙２）

○請願第38号 宮崎地方最低賃金改正について

の請願

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・商工観光労働部をめぐる最近の動きについて

出席委員（８人）

委 員 長 水 間 篤 典

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 蓬 原 正 三

委 員 外 山 衛

委 員 西 村 賢

委 員 太 田 清 海

委 員 新 見 昌 安

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（１名）

委 員 外 山 三 博

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

商工観光労働部次長 梅 原 誠 史

企業立地推進局長 森 幸 男

観光交流推進局長 長 嶺 泰 弘

部参事兼商工政策課長 古 賀 孝 士

金 融 対 策 室 長 福 田 直

工 業 支 援 課 長 冨 髙 敏 明

商 業 支 援 課 長 金 子 洋 士

労 働 政 策 課 長 篠 田 良 廣

地域雇用対策室長 柳 田 俊 治

企 業 立 地 課 長 山 口 俊 匡

観 光 推 進 課 長 後 沢 彰 宏

みやざきアピール課長 小八重 英

工業技術センター所長 橋 口 貴 至

食品開発センター所長 河 野 満 洋

県立産業技術専門校長 押 川 利 孝

県土整備部

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

県土整備部次長
堀 野 誠

（ 総 括 ）

県土整備部次長
岡 田 健 了

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
佐 藤 徳 一

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 渡 辺 学

管 理 課 長 成 合 修
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部参事兼用地対策課長 服 部 芳 邦

技 術 企 画 課 長 図 師 雄 一

工 事 検 査 課 長 今 西 宏 美

道 路 建 設 課 長 白 賀 宏 之

道 路 保 全 課 長 満 留 康 裕

河 川 課 長 野 中 和 弘

ダ ム 対 策 監 小 嶋 雄一郎

砂 防 課 長 平 田 一 善

港 湾 課 長 野 田 和 彦

空 港 ・ ポ ー ト
永 井 義 治

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 井 上 康 志

建 築 住 宅 課 長 川 﨑 俊一郎

営 繕 課 長 伊 藤 信 繁

施設保全対策監 酒 井 正 吾

高速道対策局次長 河 野 俊 春

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 本 田 成 延

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

○水間委員長 ただいまから商工建設常任委員

会を開会いたします。

初めに、きょうは外山三博委員から欠席の届

けが出ておりまして、また外山衛委員が若干お

くれるということで届け出が入っております。

それでは、きょうからの委員会の日程であり

ますが、お手元に配付いたしました日程案のと

おりでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時５分再開

○水間委員長 委員会を再開いたします。

きょうは外山三博委員から欠席の届け出が出

ておりまして、外山衛委員は若干おくれるとい

うことでございますので、よろしくお願いいた

します。

当委員会に付託をされました議案等について

御説明いただきたいと思います。

委員の質疑は、執行部の説明がすべて終了し

た後にお願いをいたします。

今回、議案が５件、そのほかの報告事項で10

件ほどありまして、説明時間が67分と、約１時

間にわたるようでございますので、簡潔明瞭な

御説明をいただきたいと思います。

○渡邊商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます。

本日は、お配りしております常任委員会資料

の目次にありますとおり、平成22年11月定例県

議会提出議案並びに商工観光労働部をめぐる最

近の動きについて御説明いたします。

資料の１ページをお開きいただきたいと思い

ます。今回提案しております議案の概要でござ

います。まず、議案第１号「平成22年度宮崎県

一般会計補正予算（第８号）」でございます

が、これは口蹄疫復興対策などに伴う補正を行

うものでございます。商工観光労働部の一般会

計歳出は補正前の額が791億6,923万5,000円でご

ざいまして、これに15億2,518万7,000円を増額

しまして、合計が806億9,442万2,000円となりま

す。口蹄疫復興対策に伴う補正といたしまし

て、旅行会社や航空会社等とタイアップしまし

た誘客事業を実施いたしますとともに、若い女

性向けの大型イベントと連携しまして、「宮崎

恋旅」をテーマとした誘客対策を実施いたしま

す。また、国の経済対策にあわせまして、緊急
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雇用創出事業臨時特例基金への追加積み立てに

伴う補正を行います。

次に、債務負担行為の追加でございます。今

年度から平成23年度まで執行予定の事業のう

ち、中山間地域新産業・雇用創出緊急対策事業

の追加募集を実施するために債務負担行為の設

定を行うものであります。

次に、議案第２号「平成22年度宮崎県営国民

宿舎特別会計補正予算（第１号）」の歳入歳出

予算を、国民宿舎の修繕工事に関する消費税額

の確定に伴いまして、318万7,000円増額補正す

るものでございます。

次に、２ページをごらんいただきたいと思い

ます。議案第７号「宮崎県における事務処理の

特例に関する条例の一部を改正する条例」は、

市町村への権限移譲に関する当該条例につきま

して、中小企業等協同組合法の改正に伴う所要

の改正を行うものでございます。

次に、議案第10号及び第11号の「公の施設の

指定管理者の指定について」は、県営国民宿舎

えびの高原荘及び県営えびの高原スポーツレク

リエーション施設につきまして、宮交ショップ

アンドレストラン株式会社を指定管理者として

指定し、県営国民宿舎高千穂荘につきまして

は、神楽酒造株式会社を指定管理者として指定

するものでございます。

私からの説明は以上でございます。議案の詳

細及び報告事項につきましては、担当課長等か

ら御説明いたしますので、よろしくお願いした

いと思います。

○古賀商工政策課長 まず、目次をごらんいた

だきたいと思います。商工政策課からは、平

成22年11月定例県議会提出議案のうち、債務負

担行為関係事業及び事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例について、次に、最近

の動きとして、口蹄疫からの再生復興方針の取

り組み状況及び口蹄疫復興中小企業応援ファン

ド事業の進捗状況について御説明いたします。

１ページをお開きいただきたいと思います。

債務負担行為の追加であります。中山間地域新

産業・雇用創出緊急対策事業の追加募集を実施

するために、債務負担行為の設定を行うもので

あります。

詳しくは６ページをお開きください。当事業

の目的でありますが、産業基盤の脆弱な中山間

地域において雇用の場の創出を図ることを目的

に実施しております。これまで３回の事業募集

を行った結果、次のページの参考にございます

とおり、計42件の事業を採択し、206名の雇用を

しているところでございます。今回、国の経済

対策により緊急雇用創出事業臨時特例基金が増

額されますことから、事業期間の延長を行い、

新たに募集枠を設け、切れ目のない雇用対策を

行うこととしております。

２の事業概要につきましては、従来のとおり

でございます。

３の事業費でありますが、総額は２億4,000万

円で、事業期間が22年度から23年度にまたがる

ため、今年度予算残約6, 0 0 0万円を除く１

億8,000万円につきまして、債務負担行為の設定

をお願いしております。なお、事業の募集は12

月末にかけて行い、来年１月には採択事業の決

定を行いたいと考えております。

次に、８ページをごらんください。議案第７

号「宮崎県における事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例」についてでありま

す。

まず、改正理由であります。中小企業等協同

組合法に基づく設立認可や定款の変更など、知

事の権限に属する事務の一部を希望する市町村
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に移譲しているところでありますが、その事務

の一部が同法の改正により廃止されたことに伴

い、宮崎県における事務処理の特例に関する条

例の一部を改正するものであります。

削除する事務は、２の改正内容にありますよ

うに、裁判所からの意見の聴取または調査の受

託に関する事務であり、18の13は中小企業等協

同組合法に規定するもの、また18の14について

は同法を準用する中小企業団体の組織に関する

法律に規定するものとなっております。

次に、15ページをお開きください。商工観光

労働部の口蹄疫からの再生・復興方針に基づく

９月の常任委員会以降の取り組み状況について

御説明いたします。

まず、経済雇用対策についてであります。１

の中小企業支援の②金融対策をごらんくださ

い。口蹄疫緊急対策貸付につきましては、４

月28日から８月31日まで受け付けたところです

が、最終的な信用保証協会の保証承諾件数は830

件、84億4,836万4,000円となりました。

次に、16ページの２の雇用対策についてであ

ります。②緊急雇用創出事業臨時特例基金の活

用等による離職者の雇用の場の確保のうち、中

山間地域新産業・雇用創出緊急対策事業の追加

募集の実施につきましては、先ほどのとおりで

あります。次に、③口蹄疫被害の影響による離

職者等を対象とした職業訓練機会の拡充につい

てであります。12月から、宮崎、都城、日向で

３コースの職業訓練を追加実施することとして

おります。

次に、17ページの３の観光関連分野について

であります。①イベント等の再開要請及び新規

イベント等の本県実施、②統一キャッチフレー

ズ・ロゴを用いた誘客キャンペーンの実施につ

きましては、後ほど説明いたします。

次に、４の商業、サービス業についてであり

ます。新企画による県内外の物産展や特別フェ

アの開催につきましては、県内では10月から11

月にかけまして、延岡市、日向市、都城市の物

産フェアの支援を行いました。県外では名古屋

松坂屋での県単独物産展の開催、髙島屋大阪店

での物産展を予定いたしております。また、10

月に東京駅前「旅先市場」への出展を行ったと

ころであります。次の口蹄疫復興中小企業応援

ファンド事業につきましては、後ほど説明いた

します。次に、19ページをお開きください。輸

送事業者との共同復興キャンペーン事業につき

ましては、トラック、バスに車両広告ラッピン

グを行うとともに、12月初旬からトラックへの

統一ステッカー作成・張りつけを行います。

次に、５の製造業につきましては、既定事業

の活用により、食品企業事業拡大促進事業で２

件、ものづくり産業新事業展開支援事業で５

件、みやざき農商工連携応援ファンド事業で３

件採択し、支援しました。

次に、20ページをごらんください。応援の輪

を活用した情報発信についてであります。「日

本中にありがとう！イメージアップ事業」を実

施しておりますが、このうち、みやざき感謝祭

につきましては、後ほど御説明いたします。次

に、大手量販店等の協力による宮崎牛など本県

の食と旅の魅力のＰＲにつきましては、イオン

グループ、東急グループ、ファミリーマートグ

ループの協力による応援フェアを実施したほ

か、福岡市営地下鉄での車内広告を行っている

ところであります。

次に、22ページをごらんください。宮崎県口

蹄疫復興中小企業応援ファンド事業の進捗状況

についてであります。

まず、１のファンドの組成でございます。ご
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らんのとおり、独立行政法人中小企業基盤整備

機構と企業局から220億円の無利子貸し付けを受

け、また日本政策投資銀行等４金融機関から、

資料では無利子となっておりますが、正しくは

年利0.25％で30億円の貸し付けを受け、産業支

援財団に250億円のファンドを10月27日に創設し

たところでございます。なお、ただいま御説明

しましたとおり、資料に誤りがございますの

で、大変申しわけございませんけれども、金融

機関から無利子となっているところを年利0.25

％と御訂正をよろしくお願いいたします。

続きまして、２の事業の概要でございます。

まず、（１）市町村や商工会等で組織する実行

委員会に対しまして、プレミアム商品券や地域

活性化イベント事業に助成を行うものでありま

す。助成上限額は、市が1,600万円、町が1,000

万円、村が500万円としております。なお、口蹄

疫が発生した市町のうち、全国商工会連合会に

よるプレミアム商品券発行支援を受けていない

市町につきましては、1,000万円の上乗せを行う

こととしております。次に、（２）観光コンベ

ンション協会もしくは協会が主体となって組織

する実行委員会に対しましては、緊急誘客対策

事業に3,000万円を限度に助成するものでありま

す。

３の進捗状況でございますが、ファンド組成

後、速やかに事業の公募を行いました。23ペー

ジのとおり、プレミアム商品券発行支援事業は

高原町を初め８団体に助成額6,330万円、地域活

性化イベントは延岡市を初め４団体に助成

額1,349万5,000円、計7,679万5,000円交付決定

を行っております。

当課は以上でございます。

○冨髙工業支援課長 工業支援課からは２件の

報告事項がございます。

常任委員会資料の24ページをごらんいただき

たいと思います。まず、東九州地域医療産業拠

点構想について御説明をいたします。

１の構想の目的であります。宮崎県から大分

県に広がる東九州地域には、人工腎臓、血液浄

化機器など、血液や血管に関する医療機器を製

造している企業が集積し、世界有数の生産開発

拠点を形成していることから、両県が共同して

構想を策定し、東九州地域の医療機器産業の一

層の集積と地域の活性化を図ることといたして

おります。

次に、２の策定体制・経過であります。まず

（１）策定体制につきましては、宮崎県、大分

県の産学官による東九州地域医療産業拠点構想

研究会と、それぞれの県別の研究会を設置いた

しまして、構想の内容を検討いたしておりま

す。次の（２）策定経過につきましては、こと

しの１月４日に構想を策定することを発表し、

その後、両県の研究会、県別の研究会をそれぞ

れ３回開催いたしまして、去る10月25日に構想

の公表を行ったところであります。

次に、３の構想の概要であります。お手元に

構想の本文とパンフレット、２種類をお配りい

たしておりますので、本日はパンフレットのほ

うで御説明をさせていただきたいと思いますの

で、ごらんいただきたいと思います。色刷りの

パンフレットでございます。

まず、パンフレットの表紙に記載しておりま

すが、この構想の愛称につきましては、東九州

メディカルバレー構想ということにいたしてお

ります。

それでは、パンフレットをお開きいただきた

いと思います。１の東九州メディカルバレー構

想の目的につきましては、先ほど御説明いたし

ましたので、省略をさせていただきます。
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次に、２の東九州地域のポテンシャルであり

ます。この地域には多くの企業が集まってお

り、医療機器の生産金額は、宮崎、大分の両県

合わせまして1,260億円となっております。特に

人工腎臓、血液回路、血管用カテーテルなどの

製品のシェアは日本一、血液浄化製品のシェア

は世界一を誇っております。図に記載しており

ますのは、構想に参画いたします企業、大学を

示したものでございます。

次に、３の東九州メディカルバレー構想の取

り組みであります。このような地域のポテン

シャルを受けまして、この構想では４つの拠点

づくりに取り組むことにいたしております。ま

ず、研究開発の拠点づくりについて御説明いた

します。ここでは、産学官連携による研究開発

の推進などの４つのテーマで拠点づくりに取り

組んでまいります。具体的な取り組み事例とし

て、血液や血管を中心とした新たな医療に関す

る研究会の設置、産学連携、医工連携の研究拠

点の設置などを挙げております。

次に、医療技術人材育成の拠点づくりであり

ます。ここでは、医療技術に係る人材の育成と

将来を担う医療人材の育成の２つのテーマで拠

点づくりに取り組んでまいります。具体的な取

り組み事例として、医療技術のトレーニングセ

ンターの設置、大学や高等学校に医療技術人材

を養成する学科等の設置の検討などを挙げてお

ります。

次に、血液・血管に関する医療拠点づくりで

あります。ここでは、中核的医療機関の拠点化

と医療機関ネットワークの構築をテーマとして

拠点づくりに取り組んでまいります。具体的な

取り組み事例として、血液や血管に関する高度

医療の拠点整備の検討などを挙げております。

次に、医療機器産業の拠点づくりでありま

す。ここでは、さらなる企業誘致の推進、地場

企業に対する支援の２つのテーマで拠点づくり

に取り組んでまいります。具体的な取り組み事

例として、医療機器メーカーや医療機器開発に

必要な試験機関等の誘致、医療機器産業参入の

ための研究会の立ち上げとその活動の支援など

を挙げております。

次に、４の地域医療の活性化と国際医療交流

の推進であります。これらの４つの拠点づくり

を行うことにより、医療産業の集積とあわせて

医療技術者などの集積が図られ、地域の医療機

関の相互の連携が強化されます。このことか

ら、東九州地域の医療が活性化することが期待

され、さらに東九州の地域資源と医療を組み合

わせた国際医療交流も推進されると考えており

ます。

次に、５の構想の推進であります。今後、産

学官が一体となった構想推進会議を設置し、こ

の構想を推進してまいります。また、ホームペ

ージなどを活用しながら、国内、世界に向けて

情報を発信してまいりたいと考えております。

再度、委員会資料の24ページにお戻りいただ

きたいと思います。４の現在の動きでありま

す。（１）構想推進大会につきましては、11月

３日に宮崎県構想推進大会を延岡市で開催して

おり、約450名の参加があったところでありま

す。また、11月６日には大分県の大会が別府市

で開催されております。（２）情報発信につき

ましては、記載しております学会、医療機器の

展示会におきまして、大分県と共同で構想のＰ

Ｒをいたしております。（３）総合特区提案に

つきましては、構想に掲げる各取り組みを促進

するため、ことし９月に大分県と共同して総合

特区の提案を行っております。提案の内容は、

医療機器の開発に係る薬事法に関する規制緩
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和、及び取り組みの中核となります大学、企業

に対する金融、財政、税制上の支援措置等と

なっております。

続きまして、委員会資料の25ページをお開き

いただきたいと思います。農商工連携関連事業

の実績について御説明をいたします。

まず、１の法に基づく国の事業計画認定であ

ります。これは、農林漁業者と中小企業者によ

る連携体が事業計画の認定を受けた場合に、補

助金、減税などの法に基づく支援措置が受けら

れる制度であります。10月５日付で、表の認定

内容の事業概要の欄に記載しておりますとお

り、林地残材等を活用した木質ペレットを生産

販売する事業が国の認定を受けており、本県に

関する農商工等連携推進法の計画認定は合計５

件となっております。なお、これまでの本県の

認定の状況は一覧表のとおりとなっておりま

す。

続きまして、２のみやざき農商工連携応援

ファンド事業の第２回公募結果についてであり

ます。（１）事業概要でありますが、産業支援

財団に設置しましたファンドの運用益を活用

し、農林漁業者と中小企業者の連携体が取り組

む新商品開発等の取り組みを支援する事業であ

ります。26ページをごらんください。平成22年

度の予算と対象となる事業は、記載のとおりと

なっております。

次に、（２）公募の概要及び結果等でありま

す。８月23日から９月30日まで第２回の公募を

行っております。合計10事業の応募がございま

したが、上の一覧表にありますとおりの８事業

を採択し、1,681万3,000円の交付決定を行って

おります。このうち都農町観光協会の取り組み

は、町の口蹄疫復興構想に係るものであります

が、このほかにも２件が口蹄疫の影響により売

り上げの減少が大きかった事業者への支援と

なっております。なお、４月に行いました第１

回の採択の結果は、参考に記載しております一

覧表のとおりとなっており、平成22年度の採択

は合計16事業、交付決定額は3,638万3,000円と

なっております。

工業支援課からは以上でございます。

○金子商業支援課長 商業支援課でございま

す。

引き続きまして、常任委員会資料27ページ、

中国上海市における県産品常設棚の設置につい

て御説明いたします。

県におきましては、これまで、成長著しい東

アジア市場をターゲットにしまして、物産展の

開催や商談会への参加等によります販路拡大に

取り組んできております。今般、県産品の一層

の定番・定着化を図りますため、上海市中心部

に県産品の常設棚・コーナーを設置しまして、

展示、テスト販売による消費動向等の調査、あ

るいは販路開拓の機会提供を行うことといたし

ました。設置場所は、上海市を代表する観光ス

ポット新天地に隣接します日系食品スーパーの

ＧＬ（グローカル）ジャパンプラザの一角に、

本日付で社団法人宮崎県物産貿易振興センター

に委託して設置いたします。

５にありますように、設置面積は9.28平方メ

ートル、名称は宮崎県産品中国チャレンジ

ショップ日本宮崎「海の幸・山の幸」としまし

て、県内企業15社が漬物や乾しいたけ、乾め

ん、お菓子、調味料、酢、お茶、焼酎といっ

た、宮崎ならではの安全・安心でおいしい26の

商品を出展しております。この常設棚を、現地

販売員による販売促進、あるいは現地情報誌等

による広報活動、県上海事務所による現地輸入

業者等との商談等に十分活用してまいりますと
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ともに、県産材や観光ＰＲなどもあわせて行っ

てまいります。来る12月４日18時にオープニン

グイベントを予定しているところでございま

す。

中国市場につきましては、リンゴ、ナシ、米

以外の農畜産物が輸出できないことや、価格の

安い中国産あるいは他国産、さらには大手メー

カーとの競合等、課題が多くございますけれど

も、今回のチャレンジショップ設置を将来有望

な大市場への第一歩と位置づけまして、県産品

の販路開拓や県内企業の海外展開等を積極的に

支援してまいりたいと考えております。以上で

あります。

○篠田労働政策課長 労働政策課の補正予算に

つきまして御説明いたします。

お手元の11月補正歳出予算説明資料の労働政

策課のインデックスのところ、43ページをお開

きください。今回の補正は14億8,000万円の増額

補正でありまして、補正後の予算額は69億2,705

万8,000円となります。

以下、事項について御説明いたします。45ペ

ージをお開きください。（事項）宮崎県緊急雇

用創出事業臨時特例基金積立金であります。こ

れは、国からの緊急雇用創出事業臨時特例交付

金を受け入れまして、基金として積み立てるも

のであります。補正予算の内容につきまして

は、委員会資料で御説明いたします。

お手元の商工建設常任委員会資料の３ページ

をお開きください。まず、１の事業目的であり

ますが、この事業は、国の経済危機対応・地域

活性化予備費使用に伴い追加交付される緊急雇

用創出事業臨時特例交付金をもとに、緊急雇用

創出事業臨時特例基金の積み増しを行うもので

あります。２の事業概要でありますが、緊急雇

用創出事業臨時特例基金の積み立てに要する額

について増額補正をお願いするものでありま

す。３の補正額でありますが、14億8,000万円

で、今回の補正によりまして、補正前74 7

万6,000円が補正後は14億8,747万6,000円となり

ます。４の事業期間でありますが、この基金を

取り崩しながら、平成23年度まで必要な事業の

財源に充てていくこととしております。

労働政策課の説明は以上であります。よろし

くお願いいたします。

○柳田地域雇用対策室長 昨日、10月分の有効

求人倍率等が公表されましたので、別冊の２枚

紙の常任委員会資料をお配りしておりますの

で、そちらのほうでまず説明をさせていただき

ます。

本県の雇用情勢等について説明をさせていた

だきます。

まず、１の（１）の有効求人倍率の推移です

が、全国は、21年12月の0.43倍から持ち直し

て、ことし10月には0.56倍となっております。

また、本県も同様に、21年12月の0.37倍を底

に、10月には0.49倍となっております。次に、

（２）の県内の地域別倍率については、低いほ

うでは延岡が0.42倍、日向が0.43倍、高鍋

が0.42倍です。高いほうでは都城が0.63倍、小

林が0.57倍となっております。また、（３）の

九州・沖縄各県の倍率については、低いほうで

は沖縄県が0.33倍、高いほうでは大分県が0.56

倍となっており、本県は九州平均とほぼ同じ倍

率になっております。

次に、２の完全失業率の推移です。データの

ある全国の推移を見ますと、22年６月に5.3％と

なりましたが、10月には5.1％となっておりま

す。

次に、３の平成23年３月新規学校卒業予定者

の就職内定状況についてです。（１）の高等学
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校は、10月末現在、就職内定率は61.6％と、前

年同期の54.4％と比べると7.2ポイント増です

が、前々年比では5.1ポイント減となっておりま

す。また、（２）の大学等は、就職内定率

は40.1％と、前年同期の39.7％と比べると0.4ポ

イントの増ですが、前々年比では5.4ポイント減

となっております。新卒者の就職内定状況は、

若干の改善は見られますが、昨年に引き続き厳

しい状況にあります。

次に、常任委員会資料のほうに戻っていただ

きたいと思います。29ページをお開きくださ

い。４の緊急雇用創出事業臨時特例基金事業等

についてでございます。

（１）の緊急雇用創出事業ですが、目的は短

期的な雇用の創出で、事業期間は21年度からの

３年間、基金積立額は今回の補正を含めまし

て98億2,000万円です。①の21年度の事業実績で

すが、事業費は県と市町村の計が11億6,000万円

余で、事業数259件、雇用見込み数1,490人、う

ち新規雇用失業者数は1,348人です。②の22年度

の事業計画は、11月補正後の予算額では県と市

町村の計が51億1,000万円余で、事業数418件、

雇用見込み数3,041人、うち新規雇用失業者数

は2,792人の見込みです。

次に、（２）のふるさと雇用再生特別基金事

業ですが、目的は継続的な雇用機会の創出で、

事業期間は３年間、基金積立額は63億3,000万円

です。①の21年度の事業実績ですが、事業費は

県と市町村の計が９億9,000万円余で、事業数91

件、雇用見込み数540人、うち新規雇用失業者数

は443人です。②の22年度の事業計画は予算額で

は県と市町村の計が25億円余で、事業数141件、

雇用見込み数720人、うち新規雇用失業者数

は650人の見込みです。

説明は以上であります。

○山口企業立地課長 それでは、常任委員会資

料の30ページをごらんいただきたいと思いま

す。平成22年度の企業誘致の状況について御説

明をいたします。

平成22年度の企業誘致につきましては、現時

点で新規立地企業件数26件、最終雇用予定者

数913人となっております。

２の過去５年間の誘致件数は、平成18年度か

ら現時点まで合計で111件となっており、これに

伴います最終雇用予定者数の合計は5,865人と

なっております。

次に、３にありますように、平成19年度から

の県総合長期計画で申し上げますと、本年度が

最終年度となっておりますが、４年間の目標件

数100件に対しまして、現在95件となっておりま

す。

また、４の東国原知事任期中の誘致件数でご

ざいますが、これにつきましては99件となって

おります。

具体的な企業名、業種、立地市町村等につき

ましては、５の平成22年度の誘致企業一覧のと

おりでございます。また、県外からの新規立地

につきましては、番号を丸で囲んでおります①

のリンケージサービス、⑩のプティパ、⑪のア

イエヌティ、31ページの○26 のアイティーシェル

パ、この４件となっております。また、県外か

らの既存誘致企業の増設につきましては、30ペ

ージに戻っていただきまして、４の健康コーポ

レーション及び12のトランスコスモスの２件と

なっております。

説明は以上でございます。

○後沢観光推進課長 私からは、補正予算、国

民宿舎等の指定管理者に関すること、観光動向

調査の３点について御説明申し上げたいと思い

ます。
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まず、11月補正予算についてでございます。

お手元の平成22年度11月補正歳出予算説明資

料、観光推進課のインデックスのところ、47ペ

ージをお開きください。補正額は、一般会計と

特別会計を合わせまして4,837万4,000円の増額

となっております。補正後の予算は12億582

万3,000円でございます。

補正予算の内容についてでございますが、49

ページをお開きください。一般会計でございま

す。補正額は4,518万7,000円の増額でございま

す。（事項）県営宿泊休養施設改善対策費の説

明欄１の県営国民宿舎特別会計繰出金で318

万7,000円、（事項）国内観光宣伝事業費の説明

欄１の口蹄疫復興緊急誘客事業で3,000万円、口

蹄疫復興みやざき恋旅特別誘客事業で1,200万円

をそれぞれ増額補正するものでございます。

次に、50ページをお開きください。県営国民

宿舎特別会計でございます。（事項）県営国民

宿舎えびの高原荘運営費の説明欄１の指導推進

経費で、消費税の確定に伴いまして、31 8

万7,000円を一般会計歳出予算からの繰入金を財

源といたしまして増額補正するものでございま

す。

それでは、補正予算の詳細につきまして、お

手元の常任委員会資料で御説明いたします。委

員会資料の４ページをお開きください。口蹄疫

復興緊急誘客事業についてでございます。ま

ず、１に記載してございます事業目的でござい

ますが、口蹄疫終息後、直ちに、航空会社、旅

行会社などから本県の観光復興のための特別な

旅行商品の造成など、多くの御支援をいただい

ているところでございますが、口蹄疫の影響を

受けた観光関連産業の復興の動きをより確実な

ものとするために、航空会社、旅行会社とタイ

アップいたしまして、全国から本県への旅行需

要の喚起につなげようとするものでございま

す。

事業の概要についてでございますが、航空会

社や旅行会社等と連携しながら、年明けから来

年度上期への旅行商品の造成などの取り組みを

実施いたしまして、誘客の拡大を図ろうとする

ものでございます。事業費は3,000万円を計上さ

せていただいております。事業効果は記載のと

おりでございます。

次に、５ページをごらんください。口蹄疫復

興みやざき恋旅特別誘客事業についてでござい

ます。事業目的でございますが、口蹄疫の影響

を受けた観光関連産業の復興を支援するため

に、若い女性に絶大な支持を得ている大型イベ

ントである東京ガールズコレクションと連携い

たしまして、宮崎恋旅をテーマとした誘客対策

を実施し、全国から本県への旅行需要を喚起し

ようとするものでございます。

事業の概要でございますが、全国メディアが

注目をしておりまして、宮崎恋旅の誘客対象で

ある20代から30代の女性に大きな支持を得てい

るファッションイベント「東京ガールズコレク

ション」と連携いたしまして、県内の宿泊施設

等とタイアップした旅行商品の造成など、東京

ガールズコレクションの発信力を活用した全国

からの誘客と恋旅の浸透を図ることとしており

ます。なお、東京ガールズコレクションにつき

ましては、第11回の大会といいますか、イベン

トがことしの９月、約３万人を集めてさいたま

スーパーアリーナで開催されておりまして、そ

の中で、口蹄疫復興支援のためのチャリティー

ステージを特別に実施していただきまして、知

事にも御出席いただいたところでございます。

事業費といたしましては、1,200万円を計上させ

ていただいております。事業効果は、４に記載
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のとおりでございます。

続きまして、平成22年11月定例県議会提出議

案の冊子の９ページをお開きください。議案第

２号「平成22年宮崎県営国民宿舎特別会計補正

予算（第１号）」につきまして御説明をいたし

ます。10ページをお開きください。この補正予

算につきましては、先ほど御説明いたしました

とおり、県営国民宿舎に係る消費税の確定に伴

いまして、補正予算として318万7,000円を増額

補正するとともに、歳入予算につきましても、

一般会計からの繰入金をこれと同額、増額補正

するものでございます。

続きまして、議案第10号と第11号「公の施設

の指定管理者の指定について」御説明いたしま

す。

県営国民宿舎えびの高原荘と県営えびの高原

スポーツレクレーション施設並びに県営国民宿

舎高千穂荘につきましては、去る７月21日の常

任委員会で御説明申し上げたとおり、平成22年

度末をもちまして第１期の指定期間が終了する

ことから、平成23年度以降の指定管理者を選定

するための手続を進めてまいったところでござ

います。先般、指定管理者候補者選定委員会に

よる選定を終えまして、候補者を決定いたしま

したので、指定管理者を指定することについて

議決をお願いするものでございます。議案書

は47ページと49ページでございますが、御説明

は別冊の常任委員会資料で申し上げたいと思っ

ております。

委員会資料の９ページをお開きください。ま

ず、県営国民宿舎えびの高原荘及び県営えびの

高原スポーツレクレーション施設についてでご

ざいます。まず、１の指定管理者候補者は、宮

交ショップアンドレストラン株式会社でござい

ます。

２に書いてございますとおり、指定期間は、

平成23年４月１日から平成28年３月31日まで、

第１期と同じ５年間でございます。

３の指定管理者候補者の選定につきまして

は、（１）の応募の状況にございますように、

７月28日から２カ月間、募集を行いまして、現

地説明会には４つの団体の参加がございました

が、応募した団体は、現在の指定管理者である

ハイランドリゾートグループさんと、指定管理

者候補者となりました宮交ショップアンドレス

トランの２団体でございました。（２）の①選

定方法に記載してございますように、１次審査

としまして、申請書類に基づいて資格要件の適

否等を審査しましたところ、いずれの団体も合

格と認定できましたので、２次審査としまし

て、②に記載してございます選定委員会におき

まして、各申請者からのヒアリング等を実施し

た上で、③に記載してございます５つの選定基

準、さらに10ページに記載してございます23の

審査項目・配点に基づきまして、６名の委員が

それぞれ持ち点100点として採点を行いました。

採点結果は、10ページの（３）の①に記載して

ございますとおりです。宮交ショップアンドレ

ストラン株式会社が第１位で総得点523点、各委

員平均は87.2点でございました。２位が現指定

管理者ハイランドリゾートグループで総得点369

点、各委員平均は61.5点という結果でございま

した。選定理由は②に記載しているとおりでご

ざいます。総得点が、総配点600点の60％に当た

る最低基準360点を足切り点とさせていただいて

おりましたが、これを上回っておりまして、最

も高い得点であったということ、以下、利用者

の平等な利用など、公の施設としての基本認識

をしっかり有していて、施設の効用を発揮する

ための事業計画、収支計画も具体的で実現可能
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性が高い、適切な利用サービスの提供が期待で

きること等々から候補者として選定されたとこ

ろでございます。

11ページの４の納付金等についてでございま

すが、（１）の利用料金制度と利用料金の上限

額につきましては、第１期と同様でございま

す。（２）の納付金額についてでございます

が、①の基本納付金の年額は、第１期は3,900万

円としていたものを1,500万円に改めて募集を

行っております。５年間の総額は7,500万円とい

うことになります。②の追加納付金の年額は、

年間所得額が黒字になったときは、その４分の

１を追加納付していただくということにしてご

ざいます。指定管理料は、第１期同様、支払わ

ないということで整理をしてございます。

現指定管理者におかれましては、大変経営環

境が厳しい中で４年８カ月にわたって頑張って

きていただいております。残すところ４カ月ほ

どになっておりますが、県としましては、引き

続き御尽力いただくとともに、新たな指定管理

者をお認めいただいた暁には、事務管理などが

円滑に実施されるよう、適切な助言、指導を

行っていきたいと考えております。

次に、県営国民宿舎高千穂荘についてでござ

います。12ページをごらんください。まず、指

定管理者候補者は神楽酒造株式会社で、現在の

指定管理者と同一でございます。

指定管理期間は、えびの高原荘と同様の５年

間でございます。

３の指定管理者候補者の選定につきまして

は、えびの高原荘等と同様、２カ月間の募集を

行いました。現地説明会には４つの団体が参加

されましたが、応募されたのは１団体という結

果でございました。（２）の選定につきまして

は、えびの高原荘等と同様の方法で審査、採点

を行っております。その結果につきまして

は、13ページでございますが、（３）の①に記

載しているとおりでございまして、総得点490

点、各委員の平均は81.7点という結果でござい

ました。選定の理由は②に記載しているとおり

でございます。総配点の６割以上という最低基

準を上回っていること、利用者の平等な利用な

ど、公の施設の基本認識を有していること等、

記載のとおりでございます。

14ページの４の納付金等についてでございま

すが、（１）の利用料金制度と利用料金の上限

額は第１期と同様でございます。納付金額につ

きましては、（２）に記載しているとおりでご

ざいますが、①の基本納付金年額は5,000万円と

いうことで募集を行っております。②の追加納

付金の年額は、第１期同様、年間所得額が基本

納付金年額を超えたときは、当該超過金額の２

分の１を追加納付していただくということで整

理をしてございます。指定管理料は、第１期同

様、支払いません。

指定管理者については以上でございます。

続きまして、委員会資料の32ページをお開き

ください。平成21年の観光動向調査の結果につ

いてでございます。

まず、１の観光客数についてでございます。

平成21年の本県の観光客数は、県外客は440

万4,000人となってございます。これを前年と比

べますと1.8％の減となっております。次に、県

内客につきましては、750万人となっておりまし

て、県内、県外の合計では1,190万4,000人、前

年と比べますと2.2％の減となったところでござ

います。要因といたしましては、平成20年の世

界同時不況以来、景気や雇用が引き続き厳しい

状況にあったことですとか、新型インフルエン

ザの流行が大きく影響したというふうに考えて



- 13 -

おります。

次に、２に記載してございます県外客の交通

機関別入り込み数についてでございますが、傾

向は、ほぼ例年どおりでございます。自家用車

が最も多く、全体の70.0％を占めておりまし

て、以下、航空機、バスなどとなっておりま

す。

33ページをごらんください。県外客の居住地

別の構成についてでございます。九州内か

ら77.2％、その他の地域からごらんのとおりの

割合となっておりまして、ほぼ例年と同様の傾

向となっております。

34ページ及び35ページにつきましては、観光

客数の年次別推移を表とグラフでそれぞれまと

めたものでございます。後ほどごらんいただけ

ればと存じます。

続きまして、36ページをごらんください。こ

ちらは、観光地・観光施設別に平成21年の観光

客数上位20を掲載してございます。順位の欄の

括弧内に書いてある数字は前年の順位でござい

ます。酒泉の杜やフェニックス自然動物園など

が前年と比べて10％以上増加しておりますけれ

ども、逆に10％以上減少している観光地や観光

施設もございますので、今後は、県内全体の観

光地の底上げを図っていく必要があるというふ

うに考えております。

平成22年も口蹄疫などの逆風が吹いてはおり

ますけれども、引き続き、観光客の増、本県観

光の振興に向けて全力で頑張っていきたいと

思っておりますので、御指導、御支援方よろし

くお願い申し上げます。

説明は以上でございます。

○小八重みやざきアピール課長 みやざきアピ

ール課でございます。

私からは２件の御報告を申し上げます。

まず、「TAKE ACTION in 宮崎」の開催につい

てでございます。

委員会資料の37ページをごらんください。「T

AKE ACTION in 宮崎」は、後ほど御報告いたし

ますみやざき感謝祭とともに、９月補正予算で

御承認をいただいた「日本中にありがとう！イ

メージアップ事業」の中の一つであるスポーツ

ランドみやざきのイメージアップに当たる事業

でございますが、先般、その概要が決定をいた

しまして、去る11月18日に、元サッカー日本代

表の中田英寿さんと知事が記者会見を行ったと

ころでございます。この事業は、口蹄疫被害か

らの復興事業の一環といたしまして、観光産業

を初めとする本県産業の復興支援を図りますと

ともに、本県のすぐれたスポーツ環境及び口蹄

疫復興に取り組む本県の元気な姿を全国に向け

て発信するために開催するものでございまし

て、中田さんが率いるサッカーチームと本県の

社会人チームとでサッカーマッチを核としたイ

ベントでございます。なお、開催に当たりまし

ては、中田さんが代表理事を務めておられます

一般財団法人でございますが、テイクアクショ

ンファウンデーションというところの協力をい

ただいております。このイベントは、口蹄疫復

興のチャリティーマッチとして開催するもので

ございまして、実施に当たりましては、地元関

係団体が一体となって組織をいたしました「TAK

E ACTION in 宮崎」実行委員会と県サッカー協

会が主催する、いわばオール宮崎で開催すると

いうことになっております。また、観光庁から

の後援もいただけるというふうになっておりま

す。

事業の具体的な内容につきましては、３に記

載してございますように、来年１月10日の午後

１時から総合運動公園の陸上競技場でTAKE ACTI
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ON F.CとホンダロックＳＣの試合を行います。

入場料は資料に記載のとおりでございますが、

チケットにつきましては、県民の方を対象に、

去る11月23日から28日にかけまして先行販売を

行ったところでございます。また、12月４日か

らは全国の方向けに一般販売を行うことといた

しております。

また、３の（７）その他にございますように

会場周辺で物産展を開催いたしますほか、県内

のサッカー少年団に加盟する小学校６年生を無

料招待することといたしております。この夏の

全日本サッカー大会、これは小学生の全国大会

でございますが、この県予選が口蹄疫の防疫対

策ということで中止されました。それによりま

して、小学校最後の大会でピッチに立つことが

できなかった６年生、この皆さんにレベルの高

い本物のサッカーマッチを身近で体験していた

だきたいと考えております。

また、４に記載のとおり、試合の前日の１月

９日には西都市の清水台総合公園で、今回おい

でになるメンバーでのサッカー教室を開催する

こととしておりますが、詳細につきまして、

今、中田さんの意向も踏まえながら調整中とい

うことでございます。

「TAKE ACTION in 宮崎」については以上でご

ざいます。

２つ目は、みやざき感謝祭でございます。

委員会資料の38ページをごらんください。感

謝祭の概要につきましては、１に記載してござ

います。御案内のとおり、本県を襲いました口

蹄疫被害につきましては、全国からさまざまな

形で御支援、御声援をいただいたところでござ

います。それらの御支援等に対しまして、広く

感謝の意を表し、復興後のさらなる応援をお願

いする機会を設けることとして、先ほどの「TAK

E ACTION in 宮崎」同様、９月補正予算で御承

認をいただいていたところでございます。口蹄

疫からの復興のキックオフ的なイベントといた

しまして、政府関係者を初め、御支援をいただ

いた企業、みやざき大使、みやざき応援隊の皆

様など、本県を御支持いただいているキーパー

ソンというような方々をお招きいたしまし

て、11月４日に「みやざき感謝祭 宮崎復興！応

援の集い」と銘打ちまして、開催をいたしたと

ころでございます。県からは、知事、中村議長

に出席をいただきましたほか、主催地の首長さ

んにも御参加をいただき、直接、感謝のメッセ

ージをお伝えしますとともに、あわせて本県な

らではの魅力、あるいは地元の皆さんが頑張っ

ている姿なども御紹介申し上げまして、さらな

る応援をお願いしたところでございます。

当日は、現地対策本部で御活躍をいただきま

した篠原農水副大臣、小川首相補佐官のほか、

特措法の成立に大変な御尽力をいただきました

岡本厚生労働大臣政務官などの政府関係者の方

々のほか、みやざきフェアを開催していただき

ました企業、義援金の募集や寄附をいただいた

企業の皆様、また復興イベントなどに御協力を

いただきました斎藤慶子さん、西島千博さんに

加えまして、応援ソングを歌っていただいた今

井美樹さんのパートナーでございますが、布袋

寅泰さんなど、多彩な皆様に御参加をいただい

たところでございます。集いに御参加いただい

た皆様からは、それぞれ力強い激励の言葉と復

興へのエールを多数ちょうだいしたところでご

ざいまして、感謝の思いは十分に伝わったので

はないかと考えているところでございます。

また、２の関連イベントの開催に記載してあ

りますとおり、みやざき感謝祭の開催にあわせ

まして、県内関係企業等の御協力もいただきな
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がら、首都圏の百貨店や飲食店などと共同いた

しまして、宮崎応援フェアなどを開催したとこ

ろでございます。これらの応援フェアにつきま

しては、全国ネットの番組にも取り上げられた

ものもございますなど、一般の消費者の皆様に

向けても、本県の牛、豚、鶏肉ほかが安全・安

心でおいしいということなどをＰＲできたもの

と考えているところでございます。

私からの報告は以上でございます。

○水間委員長 ちょうど１時間になりました。

今、説明が終わりました。５分ほど休憩したい

と思います。

午前11時１分休憩

午前11時６分再開

○水間委員長 委員会を再開いたします。

執行部の説明が終わりましたが、そのほかの

報告事項の質疑については、後ほどお受けをい

たしまして、まず議案についての質疑をお受け

したいと思います。どなたからでも結構でござ

います。

○太田委員 ９ページのえびの高原荘等の指定

管理者の指定でありますが、今回、ハイランド

リゾートグループというところから宮交ショッ

プアンドレストラン株式会社に変わったという

初めての経験なんですが、ハイランドリゾート

グループですから、従業員の人たちもそれなり

のそこの中での弾力性があるのかなと思います

が、一般的に見た場合に、失業といいますか、

そういうようなことにもなるのかなと思って、

恐らく厳しい状況なんですね。その辺を何か配

慮されることとか、そのあたりはどうですか。

本当は次の会社にそこで働いている人が引き継

がれるといいがなという思いもあるものだか

ら、その辺はどうですか。

○後沢観光推進課長 雇用の継続については当

然、気になるところなんですけれども、今回、

審査に当たって、雇用を継続することというの

は審査項目に入っていないんです。というの

は、雇用の継続をするしない、そういうことが

審査項目に入りますと、前からやっている方が

どうしても有利になるということもありますの

で、審査項目には入っていません。ただ、我々

としては非常に気になるところでもありますの

で、新指定管理者に予定されている宮交ショッ

プアンドレストランさんにも、今、スタッフで

働かれている方を継続して雇用するお考えはあ

るのかどうかということは、こちらとしても尋

ねておりまして、どうなるかは宮交ショップア

ンドレストランさんの御判断ということになっ

ていくんでしょうけれども、現場で働いておら

れる方を受け継ぐというか、継いでいきたいと

いう考えは基本的には持っておられると。ハイ

ランドリゾートグループさんのほうも、今、現

場で働いている方の意思を尊重したいと。引き

続きえびの高原荘で仕事をしたいので宮交

ショップアンドレストランに移りたいと言われ

るのであれば、それを尊重するという基本的な

お考えは持っておられるようです。ただ、これ

は、実際にどう経営していくかとか、そのとき

にどういう人材を求められるかいうことと大き

く関係してきますので、どこまで継続されるか

ということは、はっきりしたことは今、申し上

げられないという状況でございます。

○太田委員 点数がかなり開いておりますの

で、これはやむを得なかったんだろうと思いま

す。ただ、働く人たちが安定的にやれるといい

がなという思いから、県としても少しその辺の

助言ができるようであれば、そういうメッセー

ジを送ってもらうといいのかなと思ったりもし
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ました。

それから、11ページに行って、同じ議案第10

号ですけれども、基本納付金の年額は、今まで

は3,500万円であったけれども、1,500万円に落

とされたということで、これはいろんな配慮が

あるだろうと思うんですが、順調にいってほし

いとか、そういうものでしょうけれども、基本

納付金年額を変えようという、その辺の基準と

いいますか、どこが権限を持って変えるのか、

県のほうである程度変えられるのか、指定管理

者候補者選定委員会等が権限を持っていること

なのか、どこが決定するのか、変えるとすれば

どういう基準で変えられようとするのか、その

辺を教えてください。

○後沢観光推進課長 この納付金額の決定に関

しましては、選定委員会は関与しておりません

で、県のほうで決定しております。そのときに

どういうことを考慮したかということですけれ

ども、過去５年間、今の指定管理者が経営をし

てこられておりますけれども、正直言って、環

境も非常に厳しい時期に当たってしまったとい

うのもあるんですが、一生懸命頑張っていただ

いているんですが、なかなか経営状況が厳し

い。そういった５年間の経営状況を見て、後、

起債償還をしていかなければいけませんので、

償還計画との兼ね合いについて財政当局と協議

をしながら、最終的には、今後、次の指定管理

者―この時点で引き継がれる可能性もあった

わけですけれども―が５年間やる上で明らか

に赤字が出るような経営というのは望ましくな

いと。新しい指定管理者を募集するときにも、

民間事業者ですから、手を挙げるインセンティ

ブが与えられて、複数の方に手を挙げていただ

いて、競争というか、その中からより適切とい

うか、よりよい指定管理者を選びたいという思

いもあったものですから、今回、大幅に値下げ

をしたということでございます。

○太田委員 わかりました。

○坂口委員 関連してですけれども、選定委員

会の評価の点数での決定になるわけですけれど

も、継続雇用とこういった評価項目ごとの評価

というのを相あわせてからの評価というのが

ちょっと知恵が出せないかなと。例えば、地域

への貢献、連携の考慮の項で最高８点の配点が

ありますね。地域経済とか地域雇用への貢献と

いうところで継続して雇用を創出していくと。

一方では緊急雇用での継続雇用という基金事業

もありますね。義務づけるんじゃないけれど

も、そこらが評価項目に入れられないかなと。

それはどこと連動するかというと、施設の利用

を最大限発揮していく、経費の削減とか、より

満足度を高めるとか、継続雇用すれば、経験を

持っておられるわけです。ここでどんなポイン

トの上げ方をやっておられるのかわからないん

ですけれども、ヒアリングでそれはいいなと、

３点上げよう、４点上げよう、トータルとして

何十点になりましたということなのか。具体的

に、満足度を高める、あるいは維持管理費を削

減、節約するためにこういうことをやりますと

いったら、本当にそれが履行できるのかと。だ

れがやるのか、いや、この人が経験を持ってい

るからうちは継続雇用しますと。そうしたら、

同じ提案をされたときに、その提案に対して５

点上げようとしたら、まず項目として挙げてき

たときに２点、それが確実に履行が担保される

といったときに５点合わせるということで、提

案だけが正しくても、やれるかやれないかやっ

てみた結果しかわからないというのではちょっ

と心もとないと思うんです。選挙のマニフェス

トみたいに、うどん専門の職人さんがフランス
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料理までメニューに書けば、だれだってそっち

を選んでしまう。ところが、やらせてみたら、

いや、僕はうどんは経験があるけれども、フラ

ンス料理は経験ないから、まずかったですか、

ごめんなさいで終わらせちゃいかんと思うんで

す。今の提案というのは、評価の仕方とポイン

トの上げ方で工夫すれば出てくるんじゃないか

なと思うんです。絵にかいたもちに終わらせな

いことと、やっぱり的確に雇用なら雇用にもね

らいを定めて、最大限その投資を生かしていく

という、そこらはどうなんですか。そこらまで

考慮した評価になっているのか、あるいは選定

委員が評価されるとき、ヒアリングをやって、

なるほどいい考えだなという考えに対してのポ

イントだけで終わっているのか、あなたはそれ

を絶対履行できるのか、具体的に何をもって履

行をやるんだというところまでやっていくの

か、その評価の仕方というのはどうなんです

か。

○後沢観光推進課長 雇用に絡むものとして、

当然、組織、人員体制をどういうふうに整備す

るのかということも評価項目に入っておりまし

て、10ページの資料でいきますと、必要な体制

の確保という評価項目としてあったりもするわ

けです。どういう人員をどういうふうに配置す

るのか、それはイコールそれだけの人間を雇用

するということにもなると思いますけれども、

そこについてはちゃんと資料を出していただい

て、その場で疑義があれば委員の先生方が質問

をしながら、可能な限りで裏づけをその場で

とって評価するという方法をとっております。

この人員体制は、言い値だけということではな

くて、こういう施設の運営となりますと、いろ

んな資格を持っている方、そういう方が必要に

なったりもしますので、そういう方がちゃんと

配置されるのか、そういうことも含めて確認を

しております。口で５人雇いますと言ったら、

そうですかというだけではないというふうに

思っています。

後は、人員の問題もありますけれども、雇用

されたときの給与水準についても、想定してい

るものということになりますが、一応資料とし

ては出していただいています。経費の節減のた

めに人件費を大幅に削って、ちょっと不自然で

あったりとかいうことがないようにとか、そう

いったところも一応確認はしておりますので、

審査の段階で、可能な範囲で雇用に関しては確

認しているというふうに考えているところでご

ざいます。

○坂口委員 給与なんていうのは、月に何ぼ出

します、何人に支払いをしますと言えば、５年

間ぴしゃっと客観的な数字が事務的に出ます

ね。ところが、例えば利用者の満足度をしっか

り把握します、高めますといった、こういった

抽象的なものは、だれがやるのかによって違う

と思うんです。どういうことをやるのかによっ

ても違うと思うんです。だから、そこら辺は経

験を生かせるという利点が一つあるんじゃない

かと思うので、それをリンクさせて、継続雇用

をやった人が高い評価を得られますよだけで

は、今のように既得権がずっと生きてきて、い

い競争をさせて、いい指定管理者を選ぶという

ところに影響を与え過ぎるかなと思うんです。

それは両立ですね。それでなくてもいいんです

よ。それ以上の人を持ってきたらそこがポイン

トを稼ぐべきで、そういった事務的なことでや

ろうと思えばできることと、やろうと思っても

だれがどういう方法でやるんだということ、そ

れから経験を持っているということですね。そ

ういうものがやっぱり影響するという、その評
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価の仕方を的確にやることで相入れることがで

きないかと。これは答えが出せるわけじゃない

けれども、そういう努力をぜひお願いしておき

たい、これは要望でいいです。

納付金額ですけれども、一つのほうが年間所

得額に対して追加納付を４分の１、もう一方は

年間所得から5,000万円引いたものに対して２分

の１、これは具体的にどういう計算手法になっ

てくるんですか。

○後沢観光推進課長 まず、高千穂荘のほう

は、商売をされて売り上げが上がって所得があ

ると思うんですけれども、利用料金制をとって

おりますので、所得が上がった分は基本的には

指定管理者の、懐に入ると言うと言い方が下品

ですけれども、収入になると。ただ、毎年納め

ていただく納付金額、ここでは5,000万円ですけ

れども、5,000万円を超えるような大幅な利益が

出た場合には、もともとが公の施設でございま

すので、それを公のほうに還元していただくと

いうことでこのようなシステムになっておりま

す。超えた場合の半分を納めていただくという

システムになっております。これは実は第１期

と一緒なんです。

えびの高原荘のほうにつきましては、ここは

財政当局ともいろいろと議論をしたんですけれ

ども、昨年度補正予算をお認めいただいて大規

模なリニューアル工事をしております。えびの

高原荘とアイススケート場だけで３億近くの投

資をしてリニューアルしております。それが第

２期の経営に非常にプラスの影響を与えるだろ

うということで、基本的には同じく利用料金制

ですので、もうけになった部分については指定

管理者の収入としていただくわけですけれど

も、そこについては、公の施設を使って商売を

されていて、その施設について大きな投資をし

ているので、収入が出た分については４分の１

相当額を公に還元していただくという考えで、

ちょっとシステムを変えております。

○坂口委員 考え方とか方法はわかるんです。

でも、もう少し詰められないかなと。こちらは

こういうケースだから、投資してしまったか

ら、もうかった部分の４分の１ぐらいは控除額

なしで下さいよと。一方は5,000万円ぐらい控除

してあげようと。その考え方を分けられたのは

わからないでもないですけれども、もうちょっ

と合理的に、両方ともなるほどなという一つの

理由というのが考えられないかなという気はす

るんです。

そこで、例えば先ほどの補正の300数十万、消

費税が決定したことというのがあるんですけれ

ども、今後こういった施設を長く使っていく中

で、指定管理を５年ぐらいで選考していくとい

うことをやったときに、一定の公的な投資をや

る基準と対象物は事務的に決めておくべきだと

思うんです。こういう状況に陥ったときは県の

責任ですべて投資して改修して、より良好なと

いうか、一定水準を保ちますと。そのための投

資対象はこれとこれですと。これは運営者側が

自分ところのより効率的な運営のために自主的

に投資していただきますという部分を線引きし

ておかないと、物すごく難しい作業と思うんで

す。金額だけで決めるのも決して合理的じゃな

い。例えば、償却年数、あるいは老朽化によっ

て危険性が高まるものとかいう基本的なもの

で、金額以外じゃなくて、考え方として基本的

な所有者が投資すべき部分、その整理をやって

おくべきじゃないかなと。結果的に、こういっ

た考え方での追加納付といったものを生じさせ

ないような工夫というのは研究の余地があるん

じゃないかと思うんですけれども、実際どうで
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すか、手法を決定されたときに。

○後沢観光推進課長 追加納付金額のあり方に

ついては相当いろいろ議論をしまして、システ

ムを合わせるほうがいいんじゃないかという議

論も確かに出たんです。それぞれで議論をし

て、結果、先ほど御説明したような考え方で一

応整理をして、それでいただこうというふうに

したところです。

委員が先ほどおっしゃった施設改修の役割分

担とか、そういうところについては別途、今

後、基本協定書を結んだりして具体的な役割分

担とかまた決まってくるわけですけれども、そ

の中で、これは第１期と基本的には同じ考えを

踏襲しているんですけれども、おっしゃるとお

り、明確に線を引くことは難しいんですけれど

も、施設の軀体とか構造に関する部分について

は県が責任を持って修繕をしましょうと。た

だ、日々使用している過程で壁紙がちょっとは

がれたので張るとか、そういう小規模修繕につ

いては指定管理者のほうでやっていただくとい

う、一応の役割分担をしてすみ分けをしようと

いうふうに整理をしているところです。実際に

は、個別案件ごとにこれはどっちなんだという

話になりやすくて、なかなか悩ましいところで

はあるんですけれども、一応基本的な考え方と

しての整理はさせていただいているところで

す。

○坂口委員 難しいと思うんですけれども、ぜ

ひもう少し詰めていって……。でないと、大規

模投資をぼんとやる時期に指定管理者になった

人というのは、出した利益が大幅に持っていか

れるとか、そこらのところはタイミング的なも

ので極端に変わるような納付じゃいけないと思

うんです。努力した部分は幾らもうけを出そう

と、もうかった部分は努力の報いとして持って

帰っていただくというようなことでないと、釈

然としない部分があって、難しいことを言って

いますけれども、これは要望ということです。

○蓬原委員 前に説明があったんでしょうけれ

ども、私もこの違いは何なのかなと思って、

おっしゃるように、高千穂荘もいずれ老朽化し

たときにそのタイミングが来るわけですね。そ

のときにはまた計算式を変えないといけない。

考え方が統一していないなということは考えて

います。

例えば、えびの高原荘の場合、1,500万円は県

に借りているから納めるわけでしょう。プラス

アルファの利益があるはずですね。2,000万円

あった場合、仮の計算で、まず県に1,500万円払

いますね。あと500万円残りますね。これでいく

と、年間所得額が2,000万円だから、その４分の

１ということは500万円です。1,500万円に500万

円足して2,000万円でプラマイゼロということで

しょう。今のは私の計算だから間違っているか

もしれませんから、教えてください。1,800万円

しか利益がなかった場合、1,500万円は県に返し

ますね。あと300万円しか残らないでしょう。と

ころが、1,800万円の４分の１ということは450

万円だから、1,500万円に450万円を足せば1,950

万円になるんです。1,800万円しか利益がないわ

けだから、この指定管理者は150万円赤字という

ことかなと思ったんだけど、私の計算式が間

違っていますか。

○後沢観光推進課長 ここをどういうふうに考

えているかというと、県に1,500万円をお納めい

ただいた上で、さらに黒字が出たときに、その

ときに黒字の中から４分の１だけを納めていた

だくという考えでございます。ですから、納め

ていただくことによって赤字に食い込むという

ことはございません。
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○蓬原委員 確認です。例えば、1,800万円だっ

た場合、1,500万円を納めていただいて、300万

円の４分の１をプラスで納めるということです

ね。それは確認をとりました。1,500万円よりも

下回った場合は、努力が足りなかったから当然

手出しがあるということでいいわけですね。例

えば、1,200万しか利益がなかったということ

は、1,500万円払わないといけないわけだか

ら、300万円は自分ところの金庫から持ってき

て、300万円足して県に家賃を払わないかんとい

うことですね。

さっき坂口委員からもありましたけれど、高

千穂荘との違い、ここの整理がどうも……。私

もこれでいいのかなという気がするんですけれ

ども、いかがなものですか。何かわかりづら

い。基本の計算式、公式というのはきちっと同

じものでないと、その都度その都度の公式の算

定というのは、何か御都合で決めているような

気がして釈然としないんだけど、理論的にされ

たことが何かあるんでしょうから、わかりやす

く説明してください。

○水間委員長 課長に申し上げますが、今お話

しの基本の納付金額、この算定基礎をどのよう

にして1,500万円に決めたのか、また高千穂荘の

ものも決め方があったはずですから、5,000万円

ですか、この基礎をはっきりさせて、どういう

ふうに5,000万を設定しましたというのを出して

ください。

○外山 衛委員 高千穂荘も家賃を下げるわけ

ですね。昨年度の売り上げとか、数字も少し見

せないとわからないですね。それぞれ幾ら売り

上げて、過去何年間、赤字だったのか、黒字

だったのか、その辺がないと、こういう質問に

なるわけです。昨年度は高千穂荘の納付金は幾

らでしたか。（「高千穂は4,500万」と呼ぶ者あ

り）売り上げが伸びないから、やっていけるよ

うに大家さんが家賃を下げたわけですね。その

辺の絡みから説明されないと、この資料だけで

はぴんとこないです。

○水間委員長 部長、ちょっと整理してくださ

い。

○渡邊商工観光労働部長 基本納付金や追加納

付金の考え方は、実は９月の議会で御説明して

いるんです。それを前提に今回、指定管理者を

選んだということですから、基本的なこのフレ

ームは、そういうことで指定管理者をお願いし

ていると。ただ、中身についてもう一度確認し

たいということだろうと思いますので、もう一

度、資料をつくりまして御説明したいと思いま

す。

○水間委員長 そのようにお願いします。

私からも関連で、えびの高原荘のことでお話

があるんですが、前任のハイランドから今度、

宮交にかわりました。今までのいきさつとして

は、スケート場の機械が故障した、ちょうどリ

ーマンショックもあった、備品関係もいろいろ

ある、非常に苦労された指定管理者のハイラン

ド、あと４カ月ぐらい残っているんですけれど

も、一生懸命、自分の任期まで全うしたいとい

うようなお話も聞きました。そこで新しい人が

指定管理者になる。前任が御苦労をされた。今

まで3,500万円が今度1,500万円になった。そこ

らあたりの考え方というんですか、前の人が本

当に苦労してやってきた中で、今度新しく宮交

さんになる。決まったことに対してどうのこう

のは言わないけれども、前任のハイランドはま

だ一生懸命頑張っているさなかで、こうやって

かわっていくということは、苦労された方だか

らこそ、何かもうちょっと―ただ金額的なも

のだけで指定管理が決まっていくとすれば、い
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かがなものかなと思ったり、そこら辺の説明は

十分あったんだろうなと思いますが、どうです

か。

○後沢観光推進課長 今の指定管理者が厳しい

状況の中で頑張っていただいているというの

は、私どもも同様に考えているところでござい

ます。どうしても今の指定管理者が頑張ってお

られる間に次に向けての選定作業をしなければ

いけないというのは、スケジュールの関係でや

むを得ないことでございますし、納付金額を下

げたということも、今の指定管理者も含めて皆

さんに提示をした上で、それを理解して応募し

ていただいていると。その中で、金額の問題、

経費節減とか、そういうことだけではなくて、

当然、審査の過程では、誘客増、集客力を高め

るためにどんな工夫をされるのか、サービス向

上のためにどういうことをされるのかというこ

とも当然、評価項目に入っていますし、御説明

を受けていますので、コストの多寡だけで決め

ていることではもちろんないということで、我

々としては是々非々で決まってきたと。各審査

委員の皆さんがそれぞれの知見に基づいて審査

された結果だというふうに受けとめておりま

す。当然、我々も、頑張っていただいていると

思いますので、これまでも誘客増に向けて指定

管理者に完全にお任せということではなくて、

例えば国のこういう事業があるから使って何か

やってみないかとか、我々としてできるだけ、

小さな取り組みですけれども、えびの高原荘に

泊まっていただくような取り組みをしてきたと

ころです。残り数カ月ありますけれども、そう

いう我々の真摯な対応に変化はないというふう

に思っております。

○蓬原委員 高千穂荘ですけれども、さっきの

考えからいくと、追加納付金額ですが、例えば

１億円の利益があると、5,000万円は県に家賃と

してお払いします。あと5,000万円残りました。

引くのが5,000万円だから最高利幅5,000万円は

あなたのところがもうかってもいいよというお

話になりますよね。そういうことですね。これ

が１億1,000万円の場合は、5,000万円まず納め

て、6,000万円から5,000万円引いて、1,000万円

の２分の１は県と借り主とで折半しようという

お話ですね。この利幅というのが、高千穂荘の

場合は頑張れば5,000万円まではいいという話に

なりますね。条件がえびの高原荘はどうなのか

なと。非常に条件がいいのかなという感触を持

つわけです。しかも、応募が１者だけですね。

買い手市場になって、こちらが条件がよくなっ

ているみたいなことはまさかないですね。追加

納付金額を納める等々の条件を決めるときに、

ここがもし受けていただけないと、受け手がな

いというような状況もあるかもしれない。そう

なったときに、この条件の設定が、買い手市場

で非常に条件のいい設定がされたというような

ことは、まさかと思いますが、ないですね。確

認をとっておきたいと思います。

○後沢観光推進課長 そういったことは全くご

ざいませんでして、我々としては、高千穂荘に

ついても、えびの高原荘につきましても、先ほ

どお話ししましたとおり、複数の方に手を挙げ

ていただいて、我々にとってよりよいと思われ

る方に指定管理者になっていただくということ

で、競争していただくことが理想だというふう

に考えておりましたので、そういった恣意的な

操作と言ったら変ですけれども、そういうこと

をするという発想は全く持ち合わせておりませ

ん。実際、高千穂荘も現場説明会には複数の方

が来ておられて、結果として１者だけが手が挙

がりましたけれども、そういうことからも、我
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々も競争を求めて公平な目で制度を構築したと

いうことが言えるかと思っております。

○蓬原委員 あと一点だけ確認しておきます。

指定管理者の選定委員会のメンバーがございま

すね。このメンバーというのは、応募されると

きにはマル秘で伏せられているんでしょうか。

○後沢観光推進課長 このメンバーにつきまし

ては、公表の段階で募集要領の中に書き込んで

おりますので、明らかになっております。

○蓬原委員 これはもしかしてですが、えてし

て人間社会は、事前の営業というか、お願い、

あいさつというか、そういうことがあるかもし

れませんから、今の県土整備部がやっている入

札制度改革等との感覚でいくと、実際はここは

触れられていないことも検討されるべきじゃな

いかなという気がしますので、意見として申し

上げておきます。以上です。

○渡邊商工観光労働部長 指定管理者の一連の

手続については、これは県の方針で全部やって

いまして、我々が特別にこういうことをやって

いるということではありません。それははっき

り今、申し上げたいと思います。

それから、もう一つは、指定管理者でいつも

思っているんですけれども、従来、５年なり３

年やりまして、新しい人にかえるというときは

非常に難航する。今、委員長がおっしゃったよ

うな御心配とか、いろんなことがあるんです。

公の施設でも、一種のホテルとか旅館、こうい

うものはできるだけ民間の方々が参入して興味

を持っていただいて手を挙げていただきたい、

私はそういう思想でおります。そして、公の施

設にもいろんな施設があります。県には福祉施

設もあれば芸術文化の施設もあります。こうい

う施設については、結果を見ますと、ほとんど

固定しているような状況です。指定管理者制度

というのはもうちょっと自由で、いろんな興味

のある人が参画して、それで経営を競うという

のが基本だろうと思うんです。そういう思想で

今回やっていただいたということが一つあるん

だろうと思うんです。私は、この委員について

もそういうことをされるというような委員は一

人もいないと思いますし、我々としても公正に

やっているということが一つ。

それから、もう一つ、えびの高原荘について

は非常に経営が厳しかった。高千穂荘について

は、このやり方は従来の５年間と基本的に変

わっていないんです。えびの高原荘について

は、後で資料で詳しく説明いたしますけれど

も、基本的には経営が非常に厳しかった。基本

納付金が負担になっていた。それを下げた。た

だ、下げたからこそ、我々としては経営努力を

見たいと。だからこそ、プラスアルファある分

については４分の１をいただく、そこを今回、

思想として出した。そのあたりは前回の御説明

で我々の説明が足りなかったということであれ

ば、今回また考え方を整理して委員会のほうに

御説明させていただきたいと思っています。以

上です。

○坂口委員 僕らも説明を受けて、むしろ説明

が足りなかったじゃなくて、僕らがその時点で

余り深く考えなかったというのがあるのかなと

思うんです。何か説明を受けたなという感じぐ

らいでですね。そこは部長が心配されるような

ことはないと思うんですけれども、例えば具体

的に数字が見えてきたものですから、税引き後

となっていますね。税引き後に5,000万以上の利

益を上げるということが現実的なのかどうなの

か。前年度の売り上げ、役員報酬、そういうも

のが発生しているのかどうなのか、実際、課税

を利益に対してどれぐらいさせられて、税引き
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後5,000万以上の利益を上げるだけの可能性がど

れぐらいあるのかというのも含めて、そういう

説明を一つしていただけるといいなと。

考え方としてこの次また検討しておいてほし

いのは、指定管理費の中に一つは減価償却とい

うものは考えられないのか。毎年、次の投資時

期が来る。更新の時期が来る。普通の経営だ

と、そうですね。減価償却というもので次の投

資時期までは再投資ができるように、更新の時

期には建てかえられるようにというものを企業

というのはストックしていきますね。さっき言

われたように、大きい投資になると県が何億と

いうリニューアル投資が要る。だから、こちら

ではたくさんいただかなきゃ大変なんだという

のがあるけれども、そういったものをまず基本

料金として県の指定管理の施設利用料の中に当

初から入れられないのかどうかということで

す。年間何千万なりの使用料をいただきますと

いうところに減価償却は普通だと入れるべきで

す。とてもじゃない、そんなコストは回収でき

ないとなれば、そこを下げたかわりに、利益が

出たら幾ら下さいじゃなくて、償却費は優先し

て利益の中からまず所有者側がいただきますよ

という料金のシステムというのは不可能なのか

どうか、そういったことまでこの次の機会にも

し説明いただければですね。その参考として、

昨年の両施設の運営状況が経営的にどうだった

のか、大まかな経費費目でいいですから、見せ

ていただけると……。

○水間委員長 よろしくお願いします。ほかに

ありませんか。

○西村委員 ４ページ、５ページに誘客対策の

事業がありまして、復興緊急と恋旅のほうで

す。これはテレビＣＭなんかも見ましたけれど

も、3,000万円、1,200万円と非常に大きな予算

を組まれているんですが、観光というのはなか

なか効果をはかりにくいと思うんですけれど

も、今回、この事業効果をどうはかるのか、

やった後、つぎ込んだ後にどうはかるのかの考

え方をお聞かせください。

○後沢観光推進課長 なかなか効果測定が難し

いというジレンマは我々も常に抱えているわけ

ですけれども、口蹄疫復興緊急誘客事業につき

ましては、旅行エージェントなどに商品化を促

すという事業でございますので、商品は当然、

送客目標、送客実績ということが出てまいりま

すので、そういったものを一つ評価の基準に考

えていきたいというふうに考えております。

○西村委員 恋旅のほうはどうはかるんです

か。

○後沢観光推進課長 恋旅のほうは、宮崎恋旅

という新しい観光の発信ということで考えてお

りますので、それを評価するのはなかなか難し

いところもあるんですが、この事業はただ単に

宣伝するというだけではなくて、東京ガールズ

コレクションとコラボレーションした旅行商品

をつくってもらうとか、そういうことまで目指

しておりますので、そういう商品の造成による

送客とか、そういうものである程度はかること

ができるのではないかというふうに考えており

ます。

○西村委員 東京ガールズコレクションはこと

しのものはもう終わっているんですか。先ほど

の説明だと、知事も行かれてという話だったん

ですけれども、それから宮崎に向けて来てくだ

さい、恋旅プロジェクトをやっていますという

ことでやるんだったら、ではその方々がどのぐ

らい恋旅というものが頭に入ったか、認知した

のかということは、そういう事業のはかり方は

されないんですか。
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○後沢観光推進課長 まず、東京ガールズコレ

クションは、秋冬と春夏で年２回やっておりま

して、９月と、今年度内ですと３月にもう１回

やります。９月のほうはチャリティーステージ

ということで、どちらかというと向こうの御厚

意でやらせていただいた部分がありまして、そ

の場で恋旅のブースを出させていただいたりは

していますけれども、本格的な展開はできてい

ないと。我々がこの補正予算でターゲットに考

えているのは３月のイベントのほうでして、予

算をお認めいただいた場合には、３月のＴＧＣ

の場に向けて、主催者、旅行エージェントと連

携して商品をつくっていただくとか、その間

に、ここから先はこれから詰めなきゃいけない

んですけれども、例えばＴＧＣに出ておられる

ようなモデルの方とか、出ていなくても発信力

のある読者モデルの方、そういう方に宮崎に来

ていただいて、そこで宮崎の観光地を見ていた

だいている様子を雑誌に取り上げていただく、

そうすることによって、宮崎恋旅の誘客層の20

代、30代に対する、宮崎恋旅、ＴＧＣとの連携

というイメージを発信していきたいというふう

に考えております。

効果測定の関係ですと、エージェントに旅行

商品をつくっていただくということもあります

けれども、現在展開している恋旅の取り組みで

も、地元の旅館やホテルがこの取り組みに興味

を示していただいて、自社独自に恋旅の宿泊プ

ランをつくっていただいたりということもして

いただきますので、そういう広がりがどれぐら

い出るかということでもはかっていけるかなと

いうふうに考えております。

○新見委員 西村委員の質問と関連なんですけ

れども、恥ずかしながら東京ガールズコレク

ションというイメージが私、余りよくわからな

いんです。これはイベントそのものの名称です

ね。これはどこが主催して、過去に地方が自分

たちの地域にお客様を呼び込むためにこういっ

た連携をやった実績等があるのか、そこを教え

ていただきたいんですが。

○後沢観光推進課長 ＴＧＣというのは、中核

になってやっておられるのがエフワンメディア

という会社でして、そこは女性向けのファッ

ションブランドを持っていたりもしますけれど

も、こういう若者向けのイベントなどを通じて

情報発信することをお仕事とされているところ

です。実際に、ＴＧＣのイベント自体は実行委

員会という形でいろんな方が集まってやられて

いるものです。平たく言えば、ファッション

ショーということになりますけれども、基本的

には主に東京近辺の、９月のときはさいたまス

ーパーアリーナでやったんですけれども、そこ

で前回３万人ぐらいの若い方を集めて、いろん

なファッションブランドのファッションショー

を有名モデルが来てやると。携帯電話を使っ

て、あのモデルが着ているあの服が欲しいとい

うことでその場で買ったりとか、そういったこ

とができるという意味で、ただ見るだけの

ファッションショーとはちょっと違うという仕

組みになっております。

地方との連携というのがこれまでどれぐらい

あったのかという話ですけれども、ＴＧＣが地

域活性化とか地方との連携をやっていきたいと

いう思いを非常に持たれていて、これまで福井

県鯖江市の眼鏡産業、ファッションとの親和性

は高いんだと思いますけれども、それとコラボ

レーションしたり、京都の着物とコラボレー

ションしたりということをやられています。地

方開催をされた例もあって、東京でやるほど大

規模にはできないんですけれども、今、既に実
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績があるところでは沖縄でやっておりますし、

名古屋でやるという話もあります。そういった

意味で誘客に使うというところとか、地場の産

業を振興させたいという思いで連携したりとい

う例はこれまでもありますので、ＴＧＣサイド

にとっても宮崎の観光と連携するということは

全く不自然ではなくて、むしろ向こうが恋旅に

関心を示して、一緒にやりたいというふうに

言っていただいているという状況です。

○新見委員 今おっしゃった、要するにファッ

ションのイベントですね。その中で地方のいろ

んなものを紹介したりとか、そういうイメージ

だと思うんですけれども、大した発信力がある

と思うんですが、こういった発信力を駆使し

て、どうやって宮崎に来てもらうような発信の

方法をやるのか、ちょっとイメージが……。

○後沢観光推進課長 このイベントの場で宮崎

観光とか宮崎恋旅を露出するということも当然

やりますけれども、我々としてはそれだけに期

待しているのではなくて、イベントまでの間

に、先ほどお話ししたようなモデルさんとか、

読者モデルとか、そういった方を使わせていた

だくと。ブランドとしてのＴＧＣという力を使

わせていただいて、宮崎向けの旅行商品をつ

くっていただくだとか、宮崎恋旅というものを

ＴＧＣが大好きなような世代に植えつけていく

ということを考えているところでございます。

今、特に旅行の行き先とか、そういうものを決

定するというのは、女性が主に行き先を決める

ということもありますので、そういう意味で

は、その層を誘客対象に絞って取り組んでいく

ときに非常に有効な連携先だというふうに考え

ているところでございます。

○新見委員 ４ページの口蹄疫復興緊急誘客事

業については、航空会社、旅行会社、そこと旅

行商品の造成を検討するわけですね。ＴＧＣの

ほうは、これを活用するけれども、旅行商品そ

のものの造成は直接ＴＧＣがタッチするわけ

じゃなくて、県と旅館等と連携して新しい旅行

商品をつくるということですか。

○後沢観光推進課長 基本的には、旅行商品の

送客支援をしていくとかというスキームになる

と思いますので、非常に単純化すれば、旅行会

社さんと県のほうでやるということになるかも

しれませんが、その中で旅行の仕掛けとして、

宮崎恋旅が誘客層にしている若い女性にどう

いった旅の目的地とか行き先というのがなじむ

のかということについて、例えばＴＧＣさんか

らアドバイスをいただくとか、そういったこと

は考えられますので、当然、ＴＧＣさんとも情

報交換をしながら商品造成などを考えていくと

いうことになると考えております。

○新見委員 この事業費1,200万ですけれども、

これは具体的にどういった部分に使われていく

んですか。

○後沢観光推進課長 事前にどれだけ連携して

も、実際にお客さんたちがいっぱい集まる表現

の場、発表の場である東京ガールズコレクショ

ンのイベント自体に我々が出展しないというの

は、ちょっと発信力に欠けるので、３月の東京

ガールズコレクションで、形はこれから詰めな

きゃいけませんけれども、ブースを置いてもら

うとか、情報発信をする場、機会をつくってい

ただくのに必要な経費もありますし、事前に旅

行商品を造成する―ひょっとしたら旅行商品

ができるのは４月以降ということになるかもし

れませんけれども、そういった造成支援ですと

か、雑誌に掲載するといったときにも、なかな

か世の中、厳しくて、ボランティアでただで載

せてくれるということは難しいものですから、
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そういうところの支援だとか、そういったこと

に使うということで考えております。

○蓬原委員 部長がかなり激しい口調でおっ

しゃいましたが、私は、恣意的なことがあった

とは言っていないんです。今こういう御時世で

すから、算定式が違う、どうもそこが我々聞い

ても……。確かに９月に説明は受けたように

思っています。そのときにすべて理解していな

かった部分もあったんでしょう。あったと思い

ます。ところが、実際ここでこうして出されて

きてみると、それから理解も深まったという

か、ばかの後知恵ともいいますけれども、それ

でおかしい、何となく釈然としないなというこ

との中で、こういう御時世ですから、そういう

ことがあったというふうにえてして思われると

いけないので、課長に確認もしたし、また意見

として申し上げたのは、そういうふうになった

らいけないので、御検討なさったらどうですか

という意味を込めて言ったことで、私は、恣意

的なことがあってこうなったんだろうとは一言

も言っておりませんので、前向きな議論のつも

りでやったことでありますから、御理解をいた

だいておきたいと思います。

○渡邊商工観光労働部長 今、蓬原委員のおっ

しゃったことは十分我々も理解しておりまし

て、この問題につきましては、ちゃんとした説

明資料をつくって、もう一度御説明したほうが

いいというふうに私も思っていますので、でき

ましたら１時の再開に間に合うように、そうい

うことで頑張りたいと思います。できないとき

はできませんと私は言いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

○水間委員長 昼食のため、暫時休憩します。

午前11時55分休憩

午後１時１分再開

○水間委員長 委員会を再開いたします。

○後沢観光推進課長 指定管理の基本納付金の

金額の考え方と、追加納付金の仕組みの考え

方、これを改めて御説明差し上げようと思いま

す。お手元に７月21日の常任委員会でお配りし

て御説明させていただいたものと同じ資料があ

るかと思いますが、そちらをごらんいただけれ

ばと思います。直接、御説明に関係ないところ

もありますので、要点だけ御説明いたします。

まず、えびの高原荘について２ページをごら

んください。（３）で施設収支状況という表が

あるかと思いますが、これを見ていただきます

と、上に収入欄、下に支出欄がありまして、収

支差額が一番下の欄に書いてございます。収入

につきましては、平成18年から指定管理者でシ

ステムが変わっているので、それ以降の部分を

ごらんいただければと思いますが、宿泊等の売

り上げ、スポレク施設の売り上げ、その他の収

入によりまして、平成21年でいいますと、２億

円ちょっとの収入があるという状況になってお

ります。これに対しまして、支出の欄をごらん

いただきますと、県への納付金が、第１期、現

在は3,900万円いただいておりますが、3,900万

円を含みまして、そのほか人件費、仕入れ材料

費、管理事務費等、もろもろ合わせまして２

億2,400万ちょっとという支出となっておりまし

て、収支差額が約2,400万という状況になってお

ります。平成20年も同様に、2,400万ちょっと

と、その前も2,000万弱の赤字が出ているという

状況でございまして、いろいろ経営努力はして

いただいておりますけれども、やはり厳しいと

いう状況がございますので、第２期の指定管理

者の選定に当たりましては、なるべく多くの方

に手を挙げていただくインセンティブを与えた
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いという意味からも、この2,400万相当部分を減

額いたしまして、納付金を1,500万とさせていた

だいたというところでございます。

追加納付金の考え方でございますけれども、

資料としては１行だけですが、３ページに、

（４）のところに納付金額というふうに書いて

ございます。①②と並んでいるので関連づけて

御理解された先生方もおられたかもしれません

が、①のところは忘れていただいて、追加納付

金額のところだけ見ていただくと、年間所得金

額の４分の１、利益発生時のみというふうにし

ておりますが、運営をされて所得が出た、利益

が発生したときには、その分については利益の

４分の１をいただくというふうにしておりま

す。これは、第１期におきましては、実は高千

穂荘と同じ仕組みにしておりまして、コストの

中には基本納付金額も入っているわけですけれ

ども、それを納めていただいた上で利益が出

て、その出た利益が3,900万を超えている、納付

金として納めていただいている金額相当以上の

利益が出た場合に、その額を超える部分につい

ての半分を県に追加納付金として納めていただ

くというシステムをとっておりました。ただ、

今回、第２期の指定に際しまして、そもそもの

基本納付金を大幅に下げさせていただいており

ますので、そういう意味では、今まである意

味、げたを履かせていたわけでございますけれ

ども、そこの部分は御遠慮いただいて、利益が

出たらその分から４分の１をいただくと。４分

の１をいただくのは、先ほど午前中御説明申し

上げたとおり、３億を超える投資をしているの

で、その効果もあるだろうということで、それ

で利益が上がったという分については公に還元

していただくという考えでございます。

高千穂荘のほうでございますが、資料の９ペ

ージに施設収支状況という表があるかと思いま

す。同じように収入欄を見ていただきますと、

宿泊等の売り上げ、披露宴売り上げ、その他の

収入ということで、平成21年は合計で３億1,500

万ちょっとの収入を得ております。それに対し

まして、支出につきましては、県への納付

金4,500万円、今はいただいておりますが、これ

を含みまして、人件費、仕入れ材料費、管理事

務費など、もろもろ合計しまして２億9,000万余

という支出額となっております。平成21年でい

いますと、差し引き1,900万ちょっとの利益を出

しておられるという状況でございます。第２期

の指定管理を検討する際に、利益が出ていると

いうのは当然、今の指定管理者の努力によると

ころもあるかと思いますけれども、県を初めと

して講じているさまざまな、特に高千穂は入り

込みが伸びておりますので、そういう施策の効

果もあるだろうということ、利益が出ているの

で、もう少し御努力いただくという余地もある

だろうということで、50 0万円値上げをし

て5,000万円を基本納付金としていただくという

ことで整理させていただいています。

追加納付金につきましては、10ページの

（４）の②に書いてございます。これは、納付

金を納めていただいた上でさらに利益が出てい

る場合、その利益が基本納付金相当額5,000万円

を超えた場合には、超えた部分の半分を県にお

納めいただくということで、第１期と同じシス

テムとしております。えびの高原荘は先ほど御

説明したとおり、大幅に基本納付金を下げてい

ますので、げたは履かせないということにして

おりますが、高千穂につきましては、基本納付

金については若干値上げという状況になってお

りますので、げたを履かせるという従来の形を

続けるということで、こういう整理をさせてい
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ただいたところでございます。

なお、指定管理者の指定に関する一連の手続

は、県で共通の手続やルールが定められており

まして、我々もその手続にのっとってやってお

りますので、基本的には、ほかの公の施設と同

様の手続を踏んでやらせていただいておりま

す。午前中の御審議の中でも、選定委員会のメ

ンバーのお話とか出てまいりましたけれども、

７月の段階の資料の例えば３ページ、こういっ

た方々を選定委員として選んで、次のページ以

下の手続を踏んで選んでいきますということを

御説明差し上げてきたところでございます。

なお、今、御説明した中で、追加納付金のと

ころは、言葉だけだとなかなかお伝えしにくい

かなと思っておりますので、今、もうちょっと

見やすい資料をつくっておりますので、もしよ

ろしければ、きょうこの後、土木が入られると

思いますが、その後、ちょっとお時間いただけ

れば、そこで改めて御説明を差し上げたいと考

えている次第でございます。説明は以上です。

○水間委員長 資料については後で見せていた

だくとして、ほかにはないですか。

なければそのほかの報告事項に入りたいと思

いますが、よろしいですか。

では、その他の報告事項について質疑はあり

ませんか。

○太田委員 パンフレットの東九州メディカル

バレー構想の真ん中のページですが、大分県と

宮崎県の医療機器生産額、大分県が４位、宮崎

県は27位というふうになっておりますけれど

も、ちょっと見た場合に、大分のほうがかなり

体力があるんだなという中で、こういうふうに

してこの地域を守り立てていこうということで

構想されていると思います。体力差があると見

ていいのかどうかわかりませんが、こういうア

ンバランスな力の差でやっていくときに、今

後、宮崎県も対等に伸びてもらいたいという思

いがあるものですから、こういう構想を打ち上

げるときに将来こういうところは気をつけてお

かないかんとか、宮崎県としても順位を上げて

いくような取り組みもせないかんということは

何かされなくていいんでしょうか。

○冨髙工業支援課長 この数字に関しまして

は、基本的には宮崎で原材料、いわゆる人工腎

臓の中空糸と言われる原材料をつくって、それ

を大分のほうに運んで最終製品にして出してい

るというような形になっておりますので、額が

原材料の出荷額と最終製品の出荷額ということ

で大分違ってくるというような違いは出てくる

ということでございます。ただ、構想の本資料

の13ページに、大分県と宮崎県、両県生産の拠

点の状況ということで各企業さんの工場等を記

載しておりますけれども、これを見ていただく

と、そんなに偏りはない、工場はそれぞれにあ

るという状況でございますので、そんなに力の

差があるというふうに我々は認識しているもの

ではございませんが、ただ、地場企業の参入と

か、そういったことを踏まえながら、少しでも

多く生産額が向上するように努めてまいりたい

というふうには思っております。以上でござい

ます。

○太田委員 お互い共存しながらということだ

ろうと思います。説明としてわかりました。

○蓬原委員 30ページですけれども、誘致企

業、丸のついた数字が４つあるんですが、これ

は本社はどこにある企業―外から入ってきた

企業と理解していますけど。

○山口企業立地課長 この４社は県外からとい

うことで丸をつけさせていただいていますが、

順番に、リンケージサービスが北海道の札幌で
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ございます。10番のプティパが大分からの立地

でございます。11番のアイエヌティが大阪にな

ります。26番のアイティーシェルパが福岡から

の誘致になります。以上でございます。

○蓬原委員 県外からの誘致という観点からで

すが、今この４件ですね。経緯は報告は受けて

いるわけですけれども、減少傾向でしょうか、

ふえる傾向でしょうか。

○山口企業立地課長 県外からの立地につきま

しては、５年間を見てみますと、昨年、一昨年

と例年のほぼ半減しております。やはり全国的

な傾向でございまして、国のほうで42年から調

査しております工場の立地動向調査を見まして

も、昨年は、九州含め全国的に県外から各県に

立地した企業数は半減しています。本県も同様

に、数字的に申し上げますと、20年は25社立地

しておりますが、新規―純粋に県外から来て

いただいたのが８社でございます。そして、21

年度、リーマンショックの年でございますが、

４社になっております。今年度がまだ途中でご

ざいますけれども、４社にとどまっているとい

う状況でございます。以上です。

○蓬原委員 宮崎県として見れば、よそから

入ってきていただいたほうが企業数がふえるわ

けだし、いいことですね。ほかにもあるわけだ

けど、これは言うならば県域内の企業努力に

よって企業拡張されたわけだから、それはそう

いう情勢だから仕方ないとして、あと一つ、心

配事は、きのうの新聞でもそうですが、やはり

海外に製造拠点を移す大企業も多いんだという

ような話があっていますが、宮崎県内の企業で

中国等とか、あるいは東南アジア等へ出ていっ

てもらっちゃ困ることもあるわけですね。引っ

張ってくると同時に、出てもらっちゃ困るわけ

で、そのための事業もされていましたけれど

も、そういう懸念というのは今のところ県内の

企業においてはないんでしょうか。

○山口企業立地課長 今のところ、県外のほう

へ移転という直接的なお話は聞いてはおりませ

ん。ただ、本社機能が東京、大阪等にありまし

て、こっちのほうは支社なり何番目かの工場と

いうことになっていると思いますが、本社サイ

ドで見ると、そういうふうに県外へ展開する企

業というのは、しているというふうには考えて

おります。ただ、こういったものを踏まえて、

国のほうも国内企業に国内に投資をしてもらう

ということで、国内投資促進プログラムなるも

のを今整理しているやに聞いておりますので、

その辺の状況を見ながら対応していきたいと

思っています。それと、フォローアップ事業と

いうのをやっております。その中で、いろんな

状況等、お話を聞いて、御要望等、極力真摯に

おこたえするようにしまして、できるだけ、増

設、新設に当たりましては県内にということ

で、逐一回らせていただいておりますので、そ

ういった回っている中では、景気がよくなって

将来的にはという思いがある企業は聞いており

ますけれども、現在のところ、実際にというの

は聞いておりません。以上です。

○蓬原委員 わかりました。

○外山 衛委員 誘致企業、皆さんの努力に水

を差すような発言になりますけれども、誘致企

業とは何かということです。例えばこの場合、

県内業者の事業所の展開、拡大も入っているわ

けです。税制優遇とか、固定資産税の優遇と

か、特典がついていましたか。

○山口企業立地課長 これにつきましては、国

のほうで企業立地促進法というのがございま

す。その中で、例えば機械を新しく入れます高

度化計画や工場増設、そういった計画につきま
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して認定を受けますと、不動産取得税が免除に

なります。市町村の固定資産税の減免について

は市町村で若干異なりますけれども、それと定

額の融資を受けられる、そういった制度がござ

います。

○外山 衛委員 わかりました。努力に水を差

すようですけれども、例えばタクシー会社が日

南でやっていまして、都城に支店を構えた、こ

れは誘致企業にならないんですね。立地企業な

のかな。そういうケースは実際にはないんで

しょうけれども、製造業とかが多いものですか

ら、優遇制度は税制と融資制度ですね。認定の

基準というのは支店の拡大なんだけど。

○山口企業立地課長 大事なことを忘れていま

したが、うちのほうで増設や新設に当たって、

雇用の要件あるいは投資額の要件がございます

が、県のほうで補助をさせていただいていま

す。補助対象が、現在のところ、うちのほうで

集積が弱いということで製造業あるいは情報サ

ービス、流通関連、試験研究、そういったある

程度業種を決めております。それにつきまして

は、県のほうで宮崎県産業集積活性化基本計画

というのを定めておりますので、その中で４つ

の業種を定めております。それらの業種につい

ては補助をさせていただくというふうに進めて

おります。

○外山 衛委員 了解しました。明らかにふえ

ているんですから、決して悪いと言っているわ

けじゃないです。内容についてどんな優遇制度

があるのかなと思って。

○坂口委員 参考までですけれども、委員会資

料の37ページ、サッカーイベントです。主催が

社団法人宮崎県サッカー協会で、括弧の中が宮

崎県、宮崎市、西都市以下ですね。宮崎市と西

都市しか市町村が加わっていないんですけれど

も、どういったことですか。

○小八重みやざきアピール課長 まず、サッカ

ーマッチを宮崎市の運動公園でやるというのが

一つございまして、宮崎市の方、宮崎市観光協

会等にも御協力いただくということが一つござ

います。それともう一つ、前日に、少年を相手

にサッカー教室を西都市の清水台総合公園で行

いますので、いろいろと便宜を図っていただく

関係もございまして、開催市町村に入っていた

だいたということでございます。主催市町村等

に関しましては、先ほど説明でも申し上げまし

たが、物産展等を開催いたしますので、そちら

のほうで参加していただくということで考えて

おりまして、実行委員会には実際に施設を使わ

せていただく地元の市町村に入っていただいた

ということでございます。

○坂口委員 今度、口蹄疫からの復興とか、西

都児湯地域は、自治体の連携不足とか、いろい

ろ心配な材料もあるんです。そういった中で、

ここには、口蹄疫復興を銘打つからには、実

際、会場を使う使わないというレベルの問題

じゃなくて、県が主催になってリーダー役を務

めていってやるなら、せめて一定のエリアは入

れたほうがよかったんじゃないかなと。これは

冷めちゃいますよ。特に少年サッカーなんてい

うのは川南はすごく盛んなんです。指導者もた

くさんいる。

○小八重みやざきアピール課長 今の御指摘は

もっともだと思いますが、実は今、中田さんと

もお話を進めていまして、児湯地域の少年サッ

カーの人たちあるいは、まだはっきり決まって

おりませんので、詳しいことは申し上げられま

せんが、学生さんあるいは農家の皆さんとも交

流会をやるというようなことを中田さんのほう

からも御提案を受けていますので、その節には
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また改めて１市５町のほうには御相談に行こう

ということで計画を進めているところでござい

ます。

○坂口委員 もうこの時点になったわけだか

ら、それはどうしようもない。やっぱり観光協

会とか市町村役場の担当窓口とか、最初から企

画をやっていくというのが成功の秘訣だと思う

んです。県レベルでの行事と考えれば、できれ

ばそういうぐあいに今後配慮していただければ

なということです。

○水間委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 なければ、その他で何かありま

せんか。

○西村委員 ２点ほどあるんですが、けさほど

畜産に関係ある運送業者から電話がかかってき

まして、韓国で口蹄疫が発生したということで

非常にぴりぴりしておりまして、その中で、空

港の防疫の様子が出ていたと。非常に不安だと

いう、あれっぽっちという言い方は悪いんで

しょうが、テレビの映像を私は見ていないんで

すが、あれで大丈夫かということをけさ朝一番

で電話があったものですから、おわかりになれ

ば、韓国からの観光客対策とか、そこはどう

なっているんでしょうか。

○後沢観光推進課長 空港の防疫につきまして

は、総合交通課のほうで対応していただいてい

るので、私が聞いている範囲ですと、きのうの

時点で発生したので、情報提供して、防疫体制

をしっかりやってくれということでお話をされ

ています。観光客対策ということでしたので、

私のほうで今どんな状態かというのをお話をし

ますと、国内で発生したわけではないので、余

り対応を拡散させるというところまではいって

いないんですけれども、ホテル・旅館組合やホ

テル協会、そういうところには農水省からのプ

レスリリースとか、情報提供して、注意喚起を

しているところです。県の観光協会に対しまし

ても、同様に情報提供して、今後どういうふう

に事態が動くかわかりませんので、アンテナを

高く張ってしっかり対応するようにということ

で、情報交換を密にしています。畜産課のほう

もいろいろ動きをとっておられますので、そこ

との対応のそごがないようにということも含め

て、けさほども情報交換をしながら、適切な対

応をとっていきたいというふうに考えておりま

す。

○西村委員 もう一点です。ソーラーフロン

ティアは、太陽電池パネルの来年から本格稼働

ということで、年明けにも稼働が始まるという

話なんですが、これは日向市とか日向市周辺の

細島港を利用する運送業者からも言われている

んですが、来年から本格稼働していくに当たっ

て、会社側から、極端な話、非常に荷物が多く

なるから日向市さんお願いしますよとか、もし

くは運送業者に対して非常に荷がふえますよと

いうような話が一切なくて、本当に細島港を

使ってくれるのかという不安が非常に強いよう

なんですが、ぜひそのあたりの情報があれば教

えていただきたいと思うんですが。

○山口企業立地課長 ソーラーフロンティア社

については、今、装置、設備を搬入していると

ころでございまして、来年早々にはラインの一

部が稼働して、試作品を出せる状況になるので

はないかというふうに考えています。ただ、本

格稼働につきましては、ソーラーフロンティア

社としては来年末、早くなれば少しでも早くし

たいと。そのころには本格稼働ということで、

生産品の貨物が大量に出てくるというふうに考

えています。誘致をしました当初から、ソーラ
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ーフロンティア社につきましては、ぜひ細島港

を活用していただきたいということでずっと申

し入れをしております。港につきましては、本

県の細島港、志布志、博多、そういったところ

を九州管内で利用しているようでございますけ

れども、やはりソーラー社といたしましては、

港の利便性、要するに大きな船が何便入ってく

るのか、そういった利便性、あわせて価格―

物流に対して運賃については業者の体力等によ

りましてかなり価格差があるやに聞いておりま

す。そういったことも踏まえた上で、県として

も、市と連携していろいろ対応してまいります

ので、ぜひ細島港を使っていただきたいという

ふうにお願いして、今、協議を鋭意進めている

ところでございます。ただ、最終的には来年の

後半に本格稼働ということですので、それに向

けて価格差等、あるいは港の対応、港運業者さ

んの対応等々についていろいろ協議は進めてい

るところでございます。以上です。

○西村委員 その協議はどのぐらいの頻度でや

られているのか。

○山口企業立地課長 ソーラー社とのやりとり

ということで言いますと、おおむね３カ月に１

回レベルだと思います。ソーラー社と県の港

湾、私ども、そして物流を担当しています総合

交通課の担当者等が入っております。また、そ

の中には港運業者さんに来ていただき、お話を

させてもらうという機会も数回設けておりま

す。あわせて、ソーラー社が物流に関しまして

は、日立物流という会社のほうに本年４月に委

託をしておりますので、日立物流社のお話を聞

く機会も２回ほど設けていろいろやりとりをさ

せていただいております。

○西村委員 話をまとめると、来年早々からは

まず試作を１年ぐらいかけてつくっていって、

実際は本当に売り物になるものができるのは来

年後半ぐらいになるということで、それにあわ

せて、先ほど言った業者と県の担当課と話をさ

れていると。実際、価格差のこともあるので、

いろんな港とか港運業者のいわゆる見積もりを

とっていっているような状況という考えでよろ

しいでしょうか。

○山口企業立地課長 委託を受けています日立

物流のほうで、本県の細島港のみならず、博

多、志布志等、活用できる港の港運業者等から

見積もりをとって、いろいろ比較検討を進めて

いるところだというふうに聞いております。

○西村委員 ぜひ、お願いします。

○水間委員長 ほかにはありませんか。では、

私のほうから聞きますが、みやざきアピール

課、38ページになるんですが、みやざき感謝祭

ですが、口蹄疫復興に対するお礼の意味で知事

以下、行かれたわけですが、こうしてお世話に

なった方、また観光大使、すばらしいことだと

思うんです。その意味では、もう一つ、この機

会を利用して宮崎を宣伝する。宮崎県の県庁職

員の皆さん方もここに行って、皆さんと顔つな

ぎする。商工観光労働部として重点的に対応し

て、今後の宮崎への誘客の問題、企業誘致の問

題であるとか、抱えている問題を、この人たち

と名刺交換でもできるような状況をつくり出せ

る、それが本当の感謝祭じゃないのかと私は課

長にも言ったことがあるんですが、そこらあた

りどうですか。部長、こういうものをうまく利

用する手だてをもうちょっと考えたほうがいい

んじゃないかと思うんですが、見解があればお

聞かせください。

○渡邊商工観光労働部長 このときは、もちろ

ん私も行きましたし、それから観光関係も行っ

ていただきました。今、委員長がおっしゃった
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視点は、せっかくの機会ですから、こういうと

ころを生かしてどう今後の仕事につなげるか、

大事な視点だと私も思っています。あわせて物

産関係も関連イベントでいろんなことをやりま

して、物産関係者も来ておりまして、我々とし

ても、あの時点での可能な範囲でいろいろと顔

つなぎといいますか、そういうものはできたの

かなと思っています。ただ、自覚的にそういう

ことをやっていくというのは大事ですから、今

後、こういう機会がありましたらどんどんそう

いう意識を持ちながら、どういう人が行ったら

いいのか、そういう視点を持ちながらやってい

きたいと思っています。

○水間委員長 もう一つつけ加えて言うと、我

々商工建設常任委員会の人たちもメンバーとし

て、日にちが重なったというような話でしたけ

れども、委員会として行動することも大事なこ

とだと思いますので、今後、十分にお気をつけ

いただきまして、気配りをしていただければと

思っております。以上です。

では、なければ、商工観光労働部を終わりた

いと思いますが、よろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 では、これで終わります。お疲

れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時35分休憩

午後１時41分再開

○水間委員長 委員会を再開いたします。

県土整備部においでいただきました。本委員

会に付託されました議案は２件、報告事項が２

件あるようです。説明を求めます。

○児玉県土整備部長 商工建設常任委員会の皆

様方には、かねてから県土整備行政の推進につ

きまして、格段の御指導、御協力をいただいて

おりまして、厚くお礼申し上げます。

御説明に入らせていただきます前に、一言御

報告申し上げます。東九州自動車道についてで

あります。既に御承知のとおりかと思います

が、７月の高鍋―西都間に引き続きまして、門

川―日向間が来る12月４日に開通する運びとな

りました。今回の開通は、県内高速道路網の全

線開通という県民の悲願達成に向けた着実な前

進となりますとともに、重点港湾に選定されま

した細島港との連携により、本県の流通システ

ムのさらなる発展に向けて大きな弾みになるも

のと大変期待をしております。東九州自動車道

及び九州中央自動車道は、本県の企業誘致や産

業振興のほか、緊急医療や災害時にも大きな役

割を果たす重要な路線でありますことから、県

内の高速道路網の一日も早い全線開通に向けま

して、今後とも全力で取り組んでまいりますの

で、委員会を初め県議会の皆様方のより一層の

御支援、御協力をお願いいたします。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す県土整備部所管の議案等について概要を御説

明いたします。お手元に配付しております常任

委員会資料の目次をごらんいただきたいと思い

ます。御審議いただきます議案及び報告事項を

担当課ごとに記載しております。議案につきま

しては、一般会計補正予算、港湾整備事業特別

会計補正予算についてであります。また、報告

事項につきましては、道路の管理瑕疵に係る損

害賠償額の件、県営住宅の管理上の和解につい

てであります。

詳細につきましては、それぞれ担当課長から

説明させますので、よろしくお願いいたしま

す。以上であります。

○成合管理課長 管理課でございます。
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まず、議会提出資料について御説明いたしま

す。各課が本日の委員会で説明に使用いたしま

す議会提出資料は、１つ目が平成22年11月定例

県議会提出議案、２つ目が平成22年度11月補正

歳出予算説明資料でございます。３つ目が平

成22年11月定例県議会提出報告書でございま

す。県土整備部関係分を抜粋いたしまして、お

手元の常任委員会資料にまとめておりますの

で、この委員会資料で説明させていただきま

す。よろしくお願いいたします。

それでは、委員会資料の１ページをお開きく

ださい。県土整備部の11月補正予算の概要につ

いて御説明いたします。今回の補正は、国の経

済危機対策であります予備費を活用した事業、

及び災害関連緊急事業の国庫補助決定などに伴

うものでございます。この表は、今回の補正額

及び補正後の額などを一覧表にしております。

県土整備部の予算総括表になっております。11

月補正額をごらんください。一般会計が11

億5,985万3,000円の増額でございます。特別会

計が３億円の減額であります。一般会計と特別

会計を合わせた今回の補正額は８億5,9 8 5

万3,000円の増額をお願いしております。補正後

の予算は849億4,617万1,000円、前年度同期比

で84.0％となっております。

次に、２ページをお開きください。その詳細

でございますが、２の補助公共事業の補正額で

ございます。まず、道路事業が５億3,730万円、

河川事業が３億3, 0 8 0万円、砂防事業が２

億5,302万1,000円、合わせまして11億2,112

万1,000円の増額をお願いしております。

次に、３ページをごらんください。県単公共

事業の補正でございます。これは、宝くじ助成

決定によりまして、港湾事業で525万円の増額を

お願いするものでございます。

次に、４ページをお開きください。一般会計

の繰越明許費補正でございます。11月議会申請

の欄が今回お願いしております繰越明許費でご

ざいます。追加分として、８事業22億5,630

万2,000円、変更分といたしまして、９月議会で

御承認いただきました事業につきまして、合わ

せまして87億4,436万円の増額をお願いするもの

であります。今回お願いしております一般会計

の繰越明許費は、追加と変更を合わせまして110

億66万2,000円となります。この結果、９月議会

で御承認いただきました分を合わせますと、19

事業で206億75万4,000円となります。

次の５ページには追加をお願いする事業、６

ページを開いていただきますと、変更をお願い

する事業の内訳を掲げております。繰り越しの

主な理由は、用地交渉あるいは工法の検討に日

時を要したこと等によるものでございます。

次に、７ページをごらんください。一般会計

の債務負担行為の変更でございます。道路建設

課の地域活力基盤創造交付金事業費及び砂防課

の公共砂防事業費において、限度額の増額をお

願いするものであります。

次に、８ページをお開きください。港湾整備

事業特別会計の債務負担行為の変更でありま

す。これは、細島港のコンテナターミナル整備

事業で期間の延長及び限度額の増額をお願いす

るものであります。

県土整備部の補正予算の概要につきましては

以上でございます。

○満留道路保全課長 道路保全課であります。

当課の補正予算について御説明いたします。

委員会資料の10ページをお開きください。当

課の補正予算額は５億3,660万円の増額をお願い

しております。補正後の予算額は151億7,315

万3,000円となります。
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内容について御説明いたします。11ページを

ごらんください。（事項）公共道路維持事業費

であります。これは、国の補助を受けて防災対

策や橋梁補修等を行う事業ですが、国の経済危

機対策である予備費を活用いたしまして、５

億3,660万円を増額するものであります。

補正予算につきましては以上でございます。

次に、22ページをお開きください。道路の管

理瑕疵に係る損害賠償額を定めたことについ

て、地方自治法第180条第２項の規定に基づき御

報告いたします。

今回の報告は、県道日之影宇目線の落石事故

以下、４件でございます。事故内容別の内訳

は、落石事故が１件、側溝ふた不全事故が２

件、枝落下事故が１件となります。発生日、発

生場所等につきましては、資料に記載のとおり

でございます。損害賠償額の範囲は、8,960円か

ら10万7,237円までとなっております。なお、賠

償額はいずれも道路賠償責任保険から支払われ

ます。報告事項の説明は以上でありますが、今

後、さらに道路パトロールを徹底するなど、道

路施設の安全確保に努めてまいりたいと存じま

す。

道路保全課につきましては以上でございま

す。

○野中河川課長 河川課でございます。

当課の補正予算について御説明いたします。

お手元の委員会資料の12ページをお開きくだ

さい。当課の補正予算額は３億6,428万2,000円

の増額をお願いしております。補正後の予算額

は191億1,994万3,000円となります。

次に、補正予算の内容でございますが、13ペ

ージをごらんください。まず、（事項）公共災

害関連河川事業費でございます。これは、原形

復旧のみでは事業の効果が限定されるため、再

度災害防止の観点から、改良復旧を図る事業で

ありますが、７月の大雨により被災した都城市

の丸谷川と庄内川の事業採択に伴い、３億2,930

万円をお願いしております。

次に、２番目の（事項）河川受託事業費でご

ざいます。これは、河川事業の実施に伴い、市

町村などから委託を受けて橋梁のかけかえ工事

などを実施する事業でありまして、今回、宮崎

市と高原町の事業費の増加に伴い、3,3 4 8

万2,000円の増額であります。

次に、３番目の（事項）公共海岸事業費でご

ざいます。これは、国の補助を受けて住吉海岸

における離岸堤の整備等を行う事業であります

が、社会資本整備総合交付金の決定に伴い、150

万円の増額であります。

河川課につきましては以上であります。

○平田砂防課長 砂防課であります。

当課の補正予算について御説明いたします。

お手元の委員会資料の14ページをお開きくだ

さい。当課の補正予算額は２億5,302万1,000円

の増額をお願いしております。補正後の予算額

は45億9,463万2,000円となります。

以下、主なものを御説明いたします。15ペー

ジをごらんください。まず、（事項）公共砂防

事業費であります。本年７月の梅雨前線豪雨に

より土石流が発生いたしました都城市の渡司川

及び牛ノ脛谷川における災害復旧のための事業

を実施するもので、国庫補助の採択等による増

額でありまして、２億4,882万1,000円の増額で

あります。

次に、（事項）公共急傾斜地崩壊対策事業費

であります。これは、本年７月の梅雨前線豪雨

により被災した都城市の荒川内地区などにおけ

る急傾斜地崩壊防止施設の整備を行うものであ

りまして、国の経済危機対応・地域活性化予備
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費使用等に伴い、420万円の増額であります。

砂防課につきましては以上であります。

○野田港湾課長 港湾課であります。

当課の補正予算について御説明いたします。

お手元の委員会資料の17ページをお開きくだ

さい。当課の補正予算額は、一般会計で525万円

の増額と、港湾整備事業特別会計で３億円の減

額をお願いしております。補正後の予算額は、

一般会計と特別会計を合わせまして、71億6,077

万円となります。

次に、18ページをお開きください。（事項）

港湾維持管理費であります。これは、宝くじ益

金の助成決定に伴いまして、みやざき臨海公園

に植栽を行う事業でありまして、525万円の増額

でございます。

次に、19ページをごらんください。（事項）

細島港整備事業費であります。これは、細島港

のガントリークレーン設置に関しまして、当

初、本年12月に本契約を締結する予定としてお

りましたが、ガントリークレーン自体が非常に

大規模で特殊な工事でありまして、その発注条

件等の整理にかなりの日数を要しましたことか

ら、本契約の締結が来年３月議会承認後の３月

にずれ込む予定であります。このため、今年度

の工事出来高がほとんど見込めないということ

から、ガントリークレーン設置に伴う今年度の

予算額３億円を減額させていただくものであり

ます。

次に、もとに戻っていただきまして、８ペー

ジをごらんください。先ほど管理課長が御説明

しましたとおり、港湾整備事業特別会計の債務

負担行為の補正であります。細島港コンテナタ

ーミナルの整備事業としての全体事業費には変

更ありませんが、ガントリークレーンの工事着

手時期が、今申し上げましたとおり、来年３月

になりますことから、工期が不足するために１

年間、債務負担の期間を延長しまして、平成22

年度から24年度までの３カ年に変更するととも

に、年度割りの工事費を見直しまして、限度額

につきましても、９億円を10億円に変更するも

のであります。

港湾課につきましては以上であります。

○川﨑建築住宅課長 建築住宅課であります。

委員会資料の23ページをお開きください。県

営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調

停について、地方自治法第180条第２項の規定に

基づき御報告いたします。

県営住宅の家賃などを滞納されている方に対

しましては、入居者の立場に立ちましたきめ細

かな納付指導を行っているところですが、受益

者負担の公平性を確保する観点から、悪質な滞

納者に対しましては、明け渡し訴訟などの法的

措置を講じているところでございます。表に掲

げております１名につきましては、県営住宅の

家賃などを長期間滞納しており、これまでの再

三の請求に対しましても家賃などの納付がない

ことから、宮崎県営住宅の設置及び管理に関す

る条例第33条第１項の規定に基づき、住宅の明

け渡し請求を行いましたが、この１名につきま

しては、滞納している家賃を分割により納付す

る旨の申し入れがあり、分割納付もやむを得な

いものとして和解を行うこととしたものでござ

います。表の右端の専決年月日をもちまして、

専決処分を行ったものでございます。

建築住宅課は以上であります。

○渡辺高速道対策局長 高速道対策局の補正予

算について説明いたします。

資料は20ページです。補正予算額70万円の増

額で、補正後の額36億7,687万6,000円でお願い

しております。
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中身につきましては、21ページ、（事項）地

域自立活性化交付金事業費の70万でありまし

て、これは社会資本整備総合交付金の決定に伴

うものでございます。内容については、東九州

自動車道の案内標識板、標識の整備を行うとい

うものになっております。以上でございます。

○水間委員長 以上、執行部の説明が終わりま

した。議案及び報告事項について御質疑ありま

せんか。

○西村委員 ８ページの細島港コンテナターミ

ナル整備事業、これは２年を３年にして、９億

円から10億円に増額した、そこを細かく説明を

いただきたいと思います。

○野田港湾課長 ガントリークレーンにつきま

しては、今年度当初の予定としましては、今年

度３億円の予算を用意しました。それから、来

年度９億円の債務負担をとりまして、12億円で

ガントリークレーンを設置するという予定にし

ていたわけですが、今年度の３億円につきまし

ては、先ほど説明しましたように、出来高が上

がりませんので、今年度の予算を落としまし

た。そうすると、結果的には３億落としたの

で、来年の９億と合わせて12億になるんじゃな

いかと思われるかもしれませんが、１年延ばし

まして、単年度でできる工事、例えば電気工事

等はわざわざ債務負担をとらなくても次年度の

予算の中で単独発注でできるということ等がご

ざいまして、債務負担行為額そのものをまた見

直しまして、ガントリークレーンは全体が12

億、債務負担は10億でできるということで、見

直しまして、トータルで、電気工事あるいは舗

装等がございますので、全体の事業費は14億円

ということで、３カ年でする予定にしておりま

すので、全体事業費は変わりませんが、実際、

ガントリークレーン自体の債務負担をやる工事

についてちょっと見直しをした結果、来年度10

億円でガントリークレーンの製作と据えつけが

ほぼできると考えている次第でございます。以

上です。

○西村委員 よくわかりました。ありがとうご

ざいました。

○太田委員 22ページの損害賠償額ですが、枝

が落下とか、いろいろありますけれども、これ

は人身と物損とか、自動車が壊れたとかいうの

もあるのかなと思って、物損、人身、区別がわ

かりますか。

○満留道路保全課長 すべて物損のみでござい

ます。

○太田委員 わかりました。

○満留道路保全課長 申しわけございません。

２件目の佐土原インター線の8,960円のうち、あ

ばら骨を打撲されておりまして、その治療費が

半分ほどございます。大変失礼いたしました。

○水間委員長 それでは、その他はありません

か。

○蓬原委員 スマートインターチェンジ山之

口、２年前でしたか、たしか調査費が700万だっ

たか800万だったかついて、地元でもかなり熱が

入っておりましたから、私、委員会で質問した

ことがあったんです。11カ所調査されて、記憶

があいまいかもしれませんけれども、そのうち

の２カ所については見込みが高いというような

お話をそのときの課長さんに御答弁いただいた

ように思っていまして、まだかまだかと期待し

ているんですが、国の政策がいろいろ変わった

りもしましたけれども、この前の満行議員の質

問では、市が調査してどうのという話だったん

だけど、700万か何ぼか県の予算書に予算がつい

ていたと思うんですけれども、県がつけたわけ

だから、県としてはやろうと思ってやったわけ
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で、その後の話というか、めどというか、見込

みというのはどうなっているんでしょうか。あ

れができるとかなり利用度は上がると思うんで

す。国道269号に沿ったところにあるわけですか

ら、三股町方面、都城市の東部あるいは中郷あ

たりとか、三角形の２辺を１辺で行くがごとし

という状態になるわけです。地元からもずっと

熱意があるんですが、その後の状況を……。県

もかつて予算をつけておりました。

○白賀道路建設課長 委員言われたように、か

つて、19年ぐらいだったかと思いますけれど

も、スマートインター可能性調査というのを県

のほうで実施しております。今言われましたよ

うに、地元からある程度声が上がってきた箇所

と、県としてここにインターがあれば利便性が

よくなるというところについて、可能性として

調査をいたしております。その中で、今言われ

ました山之口インターが採算性の上で最も可能

性があるんじゃないかという答えは出したとこ

ろです。これにつきましては、アクセスする道

路―山之口につきましては、高速から町道、

今は市道になりますけれども、当時、町道にア

クセスするということで、事業主体としまして

は町になるということで、それを整備するため

には協議会を立ち上げるということになってお

ります。国も入った協議会になりますが、協議

会の中で本当に採算性があるのかどうかの検討

をさらに進めまして、事業実施という段階にな

るんですが、山之口につきましては、地元の都

城市のほうもやりたいという気持ちは持ってお

りまして、今現在、市のほうでさらに詳細な調

査を進めております。今後は、今申しました協

議会を立ち上げようと。もちろん県も入ります

ので、県も主導しながら、協議会を立ち上げ

て、いわゆるＢバイＣ、そういった採算性をさ

らに進めながら、協議会の場で、できるのかど

うか、実施に向けた取り組みはその中でやって

いくようなことになると思います。

○蓬原委員 三者というのは、市と県とＮＥＸ

ＣＯ。

○白賀道路建設課長 ＮＥＸＣＯも含みます。

○蓬原委員 採算ということですが、政府は無

料化を言っているんでしたね。無料化というこ

とは、採算は関係なくなりますね。どうなんで

しょうか。

○白賀道路建設課長 確かにそうなんですが、

山之口インターにつきましては、宮崎自動車道

ですので、今の無料化社会実験の区間には入っ

てございませんので、今のところ、無料化前提

というような議論にはなっておりません。

○蓬原委員 ということは、今のＢバイＣの話

でいけば、有料化を前提としての算定調査とい

うことですね。

○白賀道路建設課長 そうでございます。

○蓬原委員 まだ協議会が立ち上がっていない

ような話なんですけれども、見込み、工程とし

ては大体どうなるんですか。いつごろ立ち上げ

て、いつごろまでにはＢバイＣの計算ができ

て、いつごろには工事―工事費もかかるんで

しょうけれども、見込みを教えてください。

○白賀道路建設課長 先ほど申しましたよう

に、今、都城市のほうでもその立ち上げに向け

た動きを行っておりますので、その内容等を我

々も一緒に協議させてもらいながら、協議会立

ち上げをやらなくちゃいけないと思っています

が、しかるべく早い時期に立ち上げたいという

ふうには思っております。

○蓬原委員 西日本高速道路株式会社の姿勢は

どうなんですか。

○白賀道路建設課長 もちろん、話はしており
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ますが、具体にこの整備の着手についてどうの

こうのという話まではまだ行っていないもので

すから、協議会の中でもんでいくような形には

なると思います。

○蓬原委員 地元が反対することはないと思う

んですが、これをつくるとすれば、大ざっぱな

数字でいいんですが、どれぐらいかかるもので

しょうか。

○白賀道路建設課長 ちょっと手元にないの

で、また御報告させていただきたいと思いま

す。

○蓬原委員 県としては、山之口に限っての話

で狭いエリアの話で申しわけないんですけれど

も、これをつくる方向に積極的なんですか。そ

れとも、市がやればやるよみたいな、そのスタ

ンスというのはどの辺にあるんでしょうか。

○白賀道路建設課長 県としましては、地元の

利便性が上がるということで、特に地元が、や

る気になるというとおかしいんですけれども、

やろうとする姿勢を持っておりますので、それ

につきましては、県としても当然、支援してい

きたいというふうには思っております。

先ほど事業費という話があったんですが、若

干規模は違うのでちょっと申しわけないんです

けれども、最近の実績で、福岡県の須恵町でご

ざいますけれども、スマートインターを設置し

ております。それにかかった費用が、施設の整

備事業費が６億、維持管理費が8,000万、機器の

更新費が40年で1.7億、整備費としては６億強か

かっているというような須恵インターの実績は

ございます。

○蓬原委員 わかりました。ぜひ御推進を。

○水間委員長 ほかにありませんか。なけれ

ば、私のほうから２点ほどお尋ねしたいんです

が、まず、22年度の公共事業というか、県土整

備部の事業に対する発注状況はどの程度、去年

の最終予算に食いつくのかどうか心配されると

ころですが、今現状ではどんな状況ですか。

○成合管理課長 委員長の御質問の発注状況で

ございますが、発注率につきまして、月ごとに

調査しておりますけれども、直近が10月末現在

で出ておりまして、22年10月末で58.7％という

状況になっております。

○水間委員長 残りがまだ大半あるようです

が、年度末に向けて、昨年の最終予算を見ると

あと100億ぐらい事業費で残っている感じがしま

すが、ひとつ精力的な発注をお願いしたいと思

います。

もう一点は、高速道対策局長にお尋ねです

が、きのうでしたか、蒲江―北川間が直轄でと

いう予算がついて、例年よりも早くなりそうな

雰囲気の国の発表でしたが、いかがですか。御

説明ください。

○渡辺高速道対策局長 先週の金曜日に今年度

の国の補正予算が成立しまして、初めて今年度

になって東九州道、中央道、両方についたんで

すけれども、北部の県境から延岡までにつきま

しては、それぞれ県境から北浦、北川から延岡

について国交省から平成24年度という開通目標

が出されているんですが、それについては今回

の補正で平成24年度からの開通が現実味を帯び

てきたかなというような感じを持っています。

それから、開通目標は示されてはいないんです

けれども、北浦と北川につきましても、県が平

成26年度ということで要望しておりますけれど

も、それに向けても、さらに補正がついたこと

で明るい兆しが見えたのかなというふうに考え

ています。

県南のほうについては、もともと当初予算が

厳しかったものですから、補正がついたという
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ことで、１円でも多くもらえることは喜ばしい

んですけれども、あくまでも県は平成26年度の

開通を求めておりますので、それに向けてどう

かと言われると、まだまだ欲しかったというの

が正直なところではないかなというふうに思っ

ています。

○水間委員長 南のほうですが、清武の隧道で

すか、非常に掘削が難しい、今、事業がストッ

プしているような表現でしたが、それはどうな

んですか。その後うまくいっているんですか。

○渡辺高速道対策局長 芳ノ元トンネルのこと

でございますけれども、あそこは非常に地盤が

悪くて、昨年度も砒素が出たりして砒素の対策

工をやっていたんですけれども、今度、トンネ

ル内及びトンネル周辺の山にクラックが見つか

りまして、追調査を国交省のほうでしたとこ

ろ、土砂崩壊のおそれがある地域ということ

で、トンネルにどれだけ影響があるかというの

が今までの調査でまだ鮮明にわからない、この

まま掘っても大丈夫なのかどうかというのが詳

細にわからないので、半年かけて追加調査をや

ろうということで、学識経験者を入れた検討委

員会を立ち上げまして、11月２日に第１回の学

識経験者を入れたものをやったんですが、そこ

で追加調査をやりましょうということが発表さ

れております。今後どうなるかについては、追

加調査、いろいろボーリングを掘ったり何なり

すると思うんですが、掘りながら、どこにすべ

り面があるのかというのを探っていかなきゃい

けないらしいんですけれども、その追加調査の

結果が出ないと、どういう対策をしなきゃいけ

ないかわからないものですから、それが出て、

影響なく掘れるのか、大々的にやらなきゃいけ

ないのかというのは、今のところは調査と報告

待ちということになっております。

○水間委員長 もう一つ、こういうときに、今

の御時世ですから、超短波で試験ができるよう

な状況も、空撮というんですか、あるような話

もありますし、これによってここはもう無理

と、変更しなきゃならないとか、そういうこと

は前例としてあるんですか。

○渡辺高速道対策局長 全国でトンネルを掘っ

た後に、ちょっと場所を忘れましたけれども、

開通した後に深層崩壊というか、土砂崩れのお

それがあるというのが発覚して、ルートを振り

直したという例はあるというふうに聞いており

ます。ここがもしそういう状況だというふうに

なると、相当な抜本的なことになるとは思うん

ですけれども、そうならないようには願ってお

ります。委員長言われました空中写真とか既に

やっておりまして、新聞にも載っていたかと思

いますが、宮崎は深層崩壊のところが随所にあ

るという、まさにそういう山ですので、ここも

トンネルの周辺にその可能性があるみたいです

ので、今はそれを詳細にさらに突っ込んで調査

しているというふうに聞いております。

○水間委員長 よろしくお願いします。

それでは、ほかになければこれで県土整備部

を終わりたいと思うんですが、よろしいです

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 それでは、以上をもって県土整

備部を終了いたします。執行部の皆様には御苦

労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時19分休憩

午後２時33分再開

○水間委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、委員会日程の最
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終日に行うことになっております。あす行いま

す。開会時刻は午後１時30分といたしますが、

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 それでは、そのように決定いた

します。

そのほかに何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 なければ、本日の委員会をこれ

で終了いたします。

午後２時34分散会
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午後１時34分再開

出席委員（９人）

委 員 長 水 間 篤 典

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 外 山 三 博

委 員 蓬 原 正 三

委 員 外 山 衛

委 員 西 村 賢

委 員 太 田 清 海

委 員 新 見 昌 安

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 本 田 成 延

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

○水間委員長 委員会を再開いたします。

議案の採決を行いたいと思いますが、採決に

つきましては、議案ごとがよろしいでしょう

か、それとも一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、第２号、第３号、第７号、第10

号及び第11号につきましては、原案のとおり可

決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、議案第１号、第２号、第３号、第７号、

第10号及び第11号につきましては、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。

続きまして、請願の取り扱いでありますが、

請願第38号「宮崎地方最低賃金改正についての

請願」の取り扱いはいかがいたしましょうか。

〔「継続」「採決」と呼ぶ者あり〕

暫時休憩します。

午後１時35分休憩

午後１時36分再開

○水間委員長 委員会を再開します。

それでは、お諮りします。

請願第38号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○水間委員長 挙手多数であります。よって、

請願第38号は継続審査とすることに決定いたし

ました。

次に、委員長報告骨子案についてでありま

す。委員長報告の項目として特に御要望はあり

ませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時38分休憩

午後１時52分再開

○水間委員長 委員会を再開いたします。

お諮りいたします。

委員長報告につきましては、ただいまの御意

見を参考にさせていただきまして、正副委員長

に御一任いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。「商工観光振興対策及び土木行政の推

進に関する調査」につきましては、閉会中の継
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続審査としたいと思いますが、御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 御異議ありませんので、この

旨、議長に申し出ることにいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時54分休憩

午後１時54分再開

○水間委員長 委員会を再開いたします。

１月27日の閉会中の委員会につきましては、

私どものほうで何かありましたらまた入れるこ

とにしまして、委員会を開催することにいたし

たいと思います。それでよろしゅうございます

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○水間委員長 それでは、当委員会に付託され

ました案件につきましては、すべて議了いたし

ました。

委員の皆さんにはお疲れさまでございまし

た。

午後１時55分閉会




